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最初に驚きの数字を示しておきたい。過去に示された年金制度

の将来像と、今回のそれを比べた図表①がそれだ。いずれも、想定

された標準的な経済状況に沿って年金制度カf調整された場合、ど

のような形に落ち着くか、とし、う均衡像を示している。

[図表①]年金財政検証における将来像

将来像
一日日】一一一一ー一一一一目

均衡年 ! 所得代替率検証年

2019年 2047年 50.8% 

2014年 2043年 50.6% 

2009年 2038年 50.1% 

2004年 2023年 50.2% 

出所厚労省「年金財政の検1[12004年・2009年・2014年・2019年資料より

図表①の将来像を見てほしし、。2004年の検証では、2023年に所

得代替率制カ"<50.2%まで‘下がり、落ち着くとし、う想定だった。2019年

現在、所得代替率は61.7%で、ある。この想定通りなら、あと4年で現

状より年金給付水準は2割弱も切り下がることになっていたのだ。

将来の均衡像は、その後の検証での改定により大幅に後ろ倒し

されていく。2009年検証では2038年に50.1%、2014年の検証

では2043年に50.6%、そして今回2019年の検証では2047年に

50.8%となっている。

どうだろう。年金財政の専門家から見れば、「調整に時間がかかっ

ているjという指摘もあるだろうが、生活者からすれば、年金がなかな

か減らされなくて済む、という好転に他ならないだろう。

ちなみに、均衡時点で調整は終了し、ここから先は所得代替率も

安定していくという想定だ。もちろん、年金積立金も調整終了時点

で枯渇はしていなし、。

大手マスコミ報道では、こうした好転状況を示唆した記事は少な

く、代わりに、2004年に決められていた「所得代替率5割への調

整(現状比2割減)Jを今さながらに伝える下記のようなものが多

かった。

「年金水準 28年後2t1J弱滅J(東京新聞 2019年8月28日)

「給付水準2割減 28年後、現役収入のsttJにJ
(毎日新聞同年8月28日)

「年金水準、高成長でも2!1J滅厚労省が30年後見通しJ
(朝日新聞同年8月28日)

自主1.現役時代の手取月収に対して、給付される年金の割合。詳細はCHAPTER.2

SECTION.2参照。

グ ーは最悪シM に
目を向けすぎ

一方、マスコミが多々取り上げたのは、経済が最悪のケースとな

る想定についてだ。

たとえば、8月28日付の毎日新聞は社説で「実質賃金上昇率を

1.1 %としているが、 17年度までの4カ年の平均はマイナス0.6%~

中略~代替率は50%を下回る可能性が高いjと書いている。同様

に東京新聞では7箇見出しにて「受給後年々目減り 40%台もj、

朝日新聞も2函見出しにて150%確保甘い経済想定jと記す。

実際、今回の検証報告では、経済状況が芳しくない想定で3つの

試算がなされており、その最悪のケースでは所得代替率は、2052

年に36~38%と目を覆いたくなる数字となっている。ただ、 この場合

の想定は今後の経済成長かマイナス0.5%で続くというものであり、

あまりに非現実的だ。その他、2058年に44.5%になるという2番目

に悪い想定でも今後の経済成長は0%であり、こちらも悲観に過ぎ

ると思われるだろう(図表①)。

[図表②]経済悪化シナリオでの将来像(2019年検証)

経済想定(%) 将来像
日一一一一 HTAF--P ー色、iー・物一一価一一 一賃一一一金....・一γ!一一運用一一 ・経..済M 一成一長一ー

均衡年i所得代替宰

やや悪

悪

最悪
; 36-2052年 38% 

出所摩労音{年金財政の検証J2004年.2009年・2014年・2019年資料より

グ 積立金の運用は
長期的に好調を維持

試算の前提条件を含めて示したのが、図表①となる。今後の

賃金上昇率が2.3%、運用利回りが4.0%という数字に対して「甘

すぎるjとし、う批判を見かける。年金の専門家からも下記のような

コメントが寄せられたりする。

「長期にわたって3~4%の利回りの達成を続けるのは難ししづ

(日本経済新聞 2019年9月8日)

ただ、これは素人的な批判に過ぎない。まず、年金財政を考える

上で、賃金の上昇率自体はそれほど意味のないことだ。賃金が上

がれば、現役世代の拠出額も上がり、それに応じて高齢者への年

金給付は増える問。賃金が上がらない場合はその逆となる。つま

り、上がろうが下がろうが、大まかにいって年金財政には中立にな

[図表①]年金検証の前提条件

I CHAPTER.1 I年金をめぐる「故意のから騒ぎJ

経済怨定(%) I "... _，_.， I 50年後の寿命伸長(歳) I 将来像
1偏 "r--"，.'FP'-"-'-'"一術 ....T一五一一r一説一一r"扇面通…|出生率(%)I一一一易葺宮干r一一一….….……-一γ一寸寸r“
201旬9年 I0.9 1.2 I(位2訓 I (何4ιω州.β川oω)I 0.4 I 1.44 I 4.2 I 4.36 I 2047年 I50.8% 

1.1 I 1.7 

2014年 1.2 1.3 1.7 

L呈

1.1 

0.4 1.35 4.63 I 2043年 I50.6% 

2009年

2004年

1.5 

0.7 1.1 

4.64 

0.8 1.26 4.85 1.2038年 I50.1% 5.14 

0.7 2023年 I 50.2% 

出下線はスプレγド

1.39 3.31 4.6 

出p!i・厚労省「年金財政の検既J2004年2009年'2014年'2019年資料より

る。唯一、蚊帳の外にあるのが年金積立金であり、こちらは年金

給付額が増えれば取り崩し客員も増え、結果、枯渇するのも早くな

る。そうならないためには、給付額(=賃金)の上昇以上に、積立

金の運用利回りが高いことが求められる。この「賃金上昇率と運

用利回りjの差をスプレッド、といい、想定では1.7%に置いている。

こちらが最重要な条件となるのだ。

ちなみに過去のスフ.レッドの実績を示したのが図表④だ。過去

16年間の平均値では2.99%、過去12年間では2.93%。過去の数

字から見ても、想定の1.7%をクリアすることはそれほど難しくはない

だろう。

同様に、ここから過去から現在に至るまでの各「前提条件」を検

証し、それが妥当だったのかを見ていきたし、。

年金積立金の市場運用が開始されて以降、 16年間でプラス

は10年、マイナスが6年と過半の年で増益となっている。増減

益幅を見ても、最高値は2009年の12.4%、続いて2014年の

11.1 %、2012年の10.0%と2桁増が3因。対して最小値はリー

マンショック時の2008年におけるマイナス7.4%で‘あり、2桁i成は

過去一度もない。この間のスプレッド‘の平均値は最低で・1.4%、最

高では4.5%、上下動の激しい5年平均だと最低で0.4%、最高が

6.5%だ。ちなみに5年平均値で最低(0.4%)を示した2011年は、

対象となる直前5年にリーマンショック、ギリシャショック、東日本大

震災が.起きており、百年に1度と癒力ずれた金融不況、千年に1度と

[図表④]年金積立金の運用実績(運用利回りー賃金上昇率)

単年 ーー10年平均値 ーー5年平均値
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出所 年金積立金管理運用独立行政法人資料

恐れられた自然災害があった最悪状況の数字だ。ちなみに、 16年

間トータルの平均実績は3.1%増だ。結果、積立金は想定を大幅

に上回る客員で推移している。

こうした過去の実績から見ると、 2004年検証の1.1%、

2009年検証の1.3%という想定は低すぎであり、 2014年と

2019年は1.7%と想定を上げている。だが、それでもなお実績か

ら見ると、数字はまだ抑え気味で、達成は難しくないと結論づけ

られるだろう。

※2新規裁定者(65歳来満)についての規定。既裁定者は物価変動率を基本とした

変動となる。

2上撮れ間生率と
経済成長

続いて合計特殊出生率だが、こちらの数字も積立金の運用同

様、想定を上回り続けたために、検証ごとに想定値を上げてきた。

それでもまだ実績の方が高い状態であることが図表⑤からわかる

だろう。よって、この要素でも年金財政は好転したといえる。今回

の検証で新たに設定した50年後の出生率の想定は1.44であり、

これは直近5年間の実績平均 (1.43)とほぼ同等のレベルだ。政

府は子育て支援策でここから出生率が回復した分は、また貯金に

なるといえる。

[図表③1合計特殊出生率の想定と実績

ーー想定 実績
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次に経済成長率だが、こちらは2004年は0.7%、2009年O目8%

だったのに対して、2014年0.4%、今回は0.4%と、直近2回の検証

ではかなり想定数値を抑えている。この間の実際の経済成長率を、

図表⑥に示した。過去20年のうち、今回の想定である0.4%をクリ

アしたのが16年、来達に終わったのはたった4年だ。ちなみに、過去

20年の成長率の平均は0.9%、過去10年だと1.4%で、やはり想定

値を大幅に上回っている。やはりこちらでも、想定超えの成果を出し

てきたといえるだろう。

[図表①]経済成長率の推移

3.017.8 

2.5 

-I.? 

2.0 
2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

O 

.0.5 

.1.0 

ー-1.5 
命令中，~令<$< 命令命令令令中.0/令令命 令令令

ef合RgP6fナ争φφφeヂゃぐくしゃヘふややふやや
もC:j'.... nO"'nO ...... n'S"nO ...... I"IC5ううRl"う o'r.O 'r.O うううう勺 o

'1，.."'-' '1-'"' (し~~~~~~~~~~~~~~~~~

出所内閣府国民経済計算

グ 全要素生産性には
意外な援軍

ここから先は、想定が現実よりも楽観的すぎる部分を見ていき

たい。

まず、全要素生産性(TFP)だ。TFPの上昇率は、国内の総生

[図表⑨]外国人就労者数とその得減

産の伸び率から、資本と労働投下量の寄与を控除した残差とな

る。資本と労働投下量の寄与とTFP上昇率の和が、経済成長率

になるのは恒等的な関係である。2019年の検証では、この数値

を0.9%としている。ところが、過去の状況(図表⑦)を見ると、直近

2017年度は0.3%で、過去10年平鈎でも0.7%、20年平均値で

も0.8%と想定を下回っている。しかも、この数字は長期的に低下

傾向にあり、想定の0.9%のクリアはなかなか難しそうだ。

I CHAPTER.1 I年金をめぐる「故意のから騒ぎJ

だろう。女性は男性よりも6歳以上寿命力す長く、2000年には84歳

を超えていた。やはり生物的な限界が近くなり、ここから伸びカず収

まったのではないか。一方、男性の寿命は2000年時点でまだ78

歳弱だ。だから伸ひーしろが大きかったのだろう。今後、男性寿命も

80代半ばに差し掛かるころから伸びは鈍化するのではないか。

何はともあれ、寿命の伸びは嬉しいことではあるが、年金財政

の懸念材料になり続けるかもしれなし、。

d物価と賃金の低迷が

門 及ぼす悪影響

明らかに想定と実績が需離しているのが、物価と賃金の2指

標だ(図表⑩)02004年から2018年の15年間の両指標で、想

定をクリアしたのは2014年の「物価上昇率Jのみ。ただし、この

上昇は消費税アップによるもので、しかなL、。

ここまで外し続けるとどのような影響力f出てくるのか。少々複雑

になるが説明しておこう。

まず、賃金だが、こちらは現役世代の年金保険料を増減させ

る。この額に応じて、将来の年金受取額も決まる。だから、 この点

[図表⑬ ]物価と賃金の低迷が及ぼす悪影響

(物価上昇率の想定と実績(対前年%)) ーー想定 ーー実績
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[国表⑦]TFP上昇率の推移(1981-2017年度)
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将来の寿命の想定に関してもやや、甘めの数字ではないかと思

われる。50年後の寿命は男性で4.2歳、女性では4.36歳伸びる。

5年ごとの伸びに置き換えると、男0.42歳、女0.436歳となる。だ

が、この数字は過去の寿命の伸びと比較するとずいぶん低い(図

表①)05年ごとの寿命の伸びは生活環境の改善が著しく進んだ

1970年代が顕著だったが、その後、数字は徐々に低下してきた。

出所厚労音「年金財政の検!iIJ2004年 2009年.2014年・2019年資料より

ただ、TFP上昇率の過去の想定値は2009年および2014年で

1.0%と今回よりもさらに高かった。結果として、ここ10年は想定を

下回る状況で推移し続けてきた。それにもかかわらず、経済成長率

は想定を上回る数字が出ている。そう、この指標とは関係のないと

ころで、その帳尻を合わせる変動があったのだ。それが、労働力率の

上昇である。人口・生産年齢人口ともに減少する中で、就労者は増

え続けた。ちなみに生産年齢人口のピークは1996ijoでそこから直

近までに1，200万人以上も減少しているが、その聞に就労者数は

100万人以上も増えた。つまり、想定ほど労働投下量が減らなかっ

たために、TFPの上昇も不要だったとL、うことになるだろう。

ちなみに、この間の労働力率のアップは、女性(主に既婚者)と高

齢者の労働参加が.その主因であった。現在、女性の就業率も相当

上か‘っており、また高齢者は74歳以下の前期高齢者が減少に転じ

るため、今後はこうした追い風が期待しづらくなっていく。

ただ、ここでも想定外の底上げ要因が頭をもたげ‘だしている。それ

が外国人の新規就業だ。留学生アルパイターや卒業した留学生の

就職、技能実習生などの増加により昨今では毎年15万~20万人

もの外国人就労者が‘増加している(図表⑥)02019年から外国人

の新たな就業資格として特定技能ワクが設けられたため、今後も当

分、この傾向は維持されるだろう。そこまで視野に入れると、TFPは

過去10年平均値の0.7%程度で十分なのではないか。それと同時

に、人手不足の深刻化により、セルフレジや電子決済の導入などが

昨今進みつつある。こうした省力化によるTFPの本格上昇も期待し

たいところだ。

[図表①]平均寿命と寿命の伸び
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ただ、それでも医療技術の進化などで、直近でも男性は1.20

歳、女性も0.69歳も伸びている。男女を比べてみると、女性は

2000年以降、その伸びが鈍化傾向にあるがその一方で、男性は

数字を再度伸ばしている。この傾向をどう見るかが一つのポイント



においては賃金上昇の想定が外れても年金財政への影響は小

さし、。

すでに年金をもらっている人(既裁定者)の年金の増減は、賃

金上昇が物価上昇を上回った場合は、物価変動に応じて行われ

る。また、直近の改定により、今後は物価上昇が賃金上昇を上

回った場合は賃金に合わせる。つまり、賃金と物価の上昇の「低

い方Jに合わせるので、賃金が物価よりも上がらなかった場合は、

現役世代同様、それに比例した年金となり、財政的には中立。賃

金カず物価よりも上がったときは物価見合いのため年金はそこまで

上がらず、財政的にはプラスになる。どちらに転んでも財政への傷

みはなL、。

一方、マクロ経済スライドによる調整は、賃金や物価の変動と

は別に実施される。こちらは、物価上昇降のみに発動される(そ

の場合でも発動は「据え置き」止まりでマイナスにはしない)。こ

れについては少々詳しく説明しておこう。マクロ経済スライドは、

現役世代の拠出する年金保険料総額と高齢者の受け取る年

金額が合うように帳尻を合わせる仕組みのことをし、う。2003年

以前は、両者に差が生まれた場合は、現役世代の年金保険料

率を改定して[拠出を多くする」ことで帳尻を合わせていた。それ

が2004年以降は、高齢者の年金を減らすことで調整することに

したのだ。

たとえば、高齢者の寿命が想定以上に伸びる、現役世代の就

労が進まない、賃金が伸びない、などの問題が起きると、自動的に

高齢者の年金が減らされる。ただし、大幅な呂滅りは高齢者の生

活力f危うくなるため、将来的な減額のめどを、所得代替率(現役

世代の年収と比して)50%(現在は61.7%)と決めたのだ。ただ、

これは確定的なものではなく、年金財政に問題が起き、近い将来

50%割れカf明白になった場合には、ルール改定(たとえば、現役

世代の拠出額アップ)などを行う。

この仕組みでの減額は、現状では「据え置き」までであり、物価

変動がマイナスの場合は調整が行われないのだ。

ここでようやく結論を述べることにしよう。

年金財政上は、物価も賃金もフラスで、その上昇幅は賃金のほ

うが大きいことが一番望ましい。そうすれば、現役世代の拠出は賃

金比例で増え、一方、高齢世代の年金額は物価並みにしか増え

ず、さらに、マクロ経済スライドによる減額調整も実施されるからだ。

現状はその逆であり、高齢世代の年金額は想定通りには減ら

ず、年金財政にはマイナスとなっている。

2や山来は
明るくなっている

さて、ここまでの状況を振り返り、年金は本当に大丈夫なのか

を考えてみよう。

まず、年金には「貯めるj部分と「使うJ部分がある。「貯めるJに
関しては、「積立金の運用H経済成長率H出生率jなど想定以

上のプラス要素が並び、ここには書かなかったがさらに被保険者

数の想定以上の伸び(CHAPTER.2参照)まである。

一方で「使うj部分では、想定以上の寿命の伸びで支払うべき

対象数は上振れし、 物価の低迷、マクロ経済スライドの未発動な

どで、思うように減額が進んでいなし、。

つまり、貯める部分ではGood、使う部分で";l:Badということに

なる。

ただし、 Badとはいえ、「年金額が減らされずに済んでいるjのだ

から生活者にとっては良いことに他ならない。唯一心配なのは、

予定通りに減額されていないのだから、その分将来にツケか、回

り、痛い自を見るのではないか、という点だ。

ここで、最終結論を考えるために、図表⑪を用意した。5年ごと

に行われてきた過去の年金財政の検証で、どのような将来が摘

かれていたか、を表したものだ。色分けされた折れ線は、過去の検

証時に示された所得代替率の標準シナリオだ。

[図表⑪ ]予想所得代管率の推移
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I CHAPTER.1 I年金をめぐる 「故意のから騒ぎ」

c62老後2.000万円の自助が必要なのは35年前からの常識

2野叫好の攻撃材料
非常識が常識となる年金問題

老後に公的年金以外に2，000万円以上が必要一一2019

年6月3目、金融審議会市場ワーキング・グループがまとめた報

告書にあったこの趣旨の記載が、 またまた年金問題に火をつけ

た。折から、同年7月の参院選に併せて衆院を解散しダブル選

挙が行われるのではないか、といわれていた中で、この報告書は

野党からするとまさに、天の恵みで‘あっただろう。年金問題で再

び与党攻撃を行い、野党共闘が難しいダブル選挙を阻止し、差

し迫る参院選でも追い風を起こすために、まさに「老後に2，000

万円j問題は連日、国会答弁をにぎわし、マスコミはそれを取り上

げ、た。

以下、その主要なものを見てみよう。

「まず謝れよ国民に。申し訳ないと。一方で消費税を増税してお

きながら、2，000万円とは、 どうつじつまが合うのですかねJ(立憲

民主党議員 辻元清美氏)

「私はねlこれだけ問題カf起こった!はっきり言って、ある意味

正直に認めたんですよ!毎月5万5，000円足りなくなると!30年

間だったら3，000万円足りなくなると!だから貯金してくださいと!

~中略~貯金せよではなくて!この貧しい年金制度をどうするかを

考えるのが、政府の責任じゃないですか!?それをですねl貯金を

せよと!?100年安心だと言ってたのが、ね!人生100年の時代だ

から、年金は当てにするな!自己責任で貯金せよと!r国家的詐

欺jに等しいやり方ですよ!J(日本共産党議員 小池晃氏)

「その中身は国民の年金への不信と将来への不安を招くよう

な衝撃的なものでした。夫が65歳以上、妻が60歳以上の無職

世帯が年金に頼って暮らす場合、毎月約5万円の赤字が出ると

試算しています。 その結果、夫婦の老後資金としてr30年間で

約2，000万円が必要jと報告書に盛り込まれました。しかも、原

案では公的年金についてI中長期的に実質的な低下カf見込ま

れているjと、表記されていましたJ(前内閣総理大臣 野田佳

彦氏)

「年金のr100年安心プランjはウ、ノだったと決めつけるような

議論には、違和感を覚えます。

そもそも年金100年安心フランは、少子高齢化に合わせて年

金を自動減額する仕組み(マクロ経済スライド方式)を導入し、年

金の積立金が100年間は枯渇しないようにしたものなので、当

然、年金額は減っていくように設計されています。~中略~しかし

前提条件が甘すぎたため、 100年を待たずに枯渇しそうになって

いますJ(国民民主党議員 玉木雄一郎氏)

すべて誤解や知識不足に基づく議論であり、これでI年金が

持たないH設計ミス」というのはあまりにも論点、がずれている。以

下、その理由を説明していくことにしよう。

グ 過去問綿と続く
高齢者世帯の赤字

まず、金融審議会のレポートは、総務省統計局の家計調査

(2017年)をもとにしたものだ。その中で、平均的な高齢世帯(夫

65歳以上、妻60歳以上の無職世帯)の毎月の収支が3万5，000

円の赤字、という数字をもとに、30年間この状態が続くとf2，OOO万

円が必要」とはじいている。

ここですぐに気づいてほしい。これは今々の足元の数字なのだ。

決して、将来年金カf破綻するから足りなくなるという話ではない。い

や、過去からずっと年金だけでは高齢者の生活は成り立たなかっ

た。そのことは家計調査を実施している総務省統計局がずっと公表

し続けている(図表⑫)。

長い期間、毎月4万円程度の赤字となっているのがわかるだろう。

金融審議会のレポートでは毎月5.5万円のマイナスだから、赤字幅

か増えている!と早合点しないでほしい。図表⑫のデータは「単身世

帯Jを含んでおり、その分数字が小さくなっているだけたー2017年の

データも、同様に単身世帯を含んだ家計収支では毎月の赤字は4

万715円でほぼ同水準になってL唱。

つまり、次第に高齢者の生活が苦しくなり追い詰められた、という

誌では全くなく、いつの時代でも平均的な高齢世帯は、年金だけで

は赤字だった、というのが正しいところだ。

こんな常識的なことに対して「まず謝れよ」という辻元氏は厳しい。

『人生100年安心jが壊れたと小池氏は責め立てるが、彼の主張

は筋金入りだ。

野田氏の発言は、無責任に過ぎる。彼こそ自民・民主・公明の3

党合意で直近の「社会保障と税の一体改革Jをまとめた当事者な

はずだ。しかも下記図表⑫の通り、民主党政権下でも高齢無職世

帯の赤字はほぼ同水準だった。それにもかかわらず、 「衝撃的なも

のJなどとなぜ言えるのだろうか。
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[図表⑫ li高齢無職世帯の実収入および実支出の推移(2007-2011年:総世帯)

実収入 実支出 ーー不足分
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器全額は表示単位に四捨五入しているので、実収入と案支出の差額lま』必ずしも不足分とI~一致しないa

出所総務省家計網査

唯一、玉木氏は、 f100年安心」についてそれは「人生jではなく、

「年金財政jのことだと正確に理解しているが、最後の部分で「設

計ミスで100年持たないJというミスリードをしている(SECTION.1

参照)。
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2004年の検証では、今カ、らたった4年後の2023年には所得

代替率は50.2%まで、落ちることになっている。2009年の想定で

も2025年に所得代替率は55.2%だ。対して、今回の検証では

2024年の想定力1~60.2%とはるかに高し、。

検証年により想定年次が異なるため、 正確な比較はできない

が、グラフの傾向は、明らかに2019年の数値が一番高く、下落

も一番緩やかだ。

しかも、このスケジ.ユールで‘も積立金は枯渇せず、所得代替率は

50.8%で均衡する。この数値も過去の検証の中で最良の数字だ。

調整は緩やかに、均衡点は高く、 しかも積立金の枯渇もない。

これを好転と言わずして、何を好転と言うのだろうか。



グ 生活保護と社会保険の
大きな違いを表す3語

さでさて、高齢世帯の赤字は過去から連綿と続く問題だという

ことはわかった。では、なぜそのようなことになったのか。

ここで、年金制度の常識を書いておくことにしよう。

この機会に覚えてほしい言葉が3つある。「ミーンステスト」

「スティク、マHフース卜機能Jだ。これらを理解すると、年金だけ

で生活が成り立たない理由も、基礎年金が平均的な生活保

護給付額よりも劣る理由もわかる。言い換えれば「年金だけで

生活が成り立つべきだH基礎年金が生活保護よりも給付額

が劣るのはおかしい」という言説が、L、かlこ不毛なことかも理解

できるはずだ。

まず、年金などの社会保険と生活保護はそもそもの目的が

異なる。生活保護は、就労困難で苦境に陥った人々を救うた

めの措置だ(救貧)。一方、社会保険は現状、生活維持が可

能なレベルに就労できている人たちが、病気や怪我や失業や

老齢などにより、就労困難になったときに備えるためのものだ

(防貧)。

救貧目的であれば、必要とされる生活費や医療費を給付しな

ければならない。そのため給付額は大きくなるが、代わりに「本当

に就労困難なのかH保有する資産を切り崩して生活できない

のかJといった所得・資産調査が徹底的になされる。これを「ミー

ンステスト(資力調査)Jとしヴ。つまり、給付までにミーンズテス

トという高い壁がそびえ、それを乗り越えた人は、「就労困難か

っ資産のない貧困者jという認定がなされることになる。現在の

「就労することが善」という風潮の中では残念ながら、生活保

護の受給者であるという熔印(スティクマ)が付随してしまい、心

に大きな傷が残ることになる。

一方、社会保険は、働いている人たちが、働けなくなった人た

ちに手を差し伸べる仕組みだ。それは、働けているときに負担す

ることにより、自分が働けなくなったときに、「権利」として受給す

る互助会のような仕組みといえばよいだろう。権利を持ってい

るのだから、ミーンズテストなど安ける必要はなく、心にスティク

マが残ることもない。当然、資産のチェックなどもされなし、。ただ

し、働いている人に過重な負担を押し付けるわけにはいかない

から、保障される金額もそこそこのレベルにとどまる。

整理すると、ミーンステストありで、給付の獲が高く、心にス

ティク也マを負うのがー生活保護であり、その分、多くの生計費を賄

うため額も高い。

一方ミーンス‘テストもスティクマもなく給付されるのが年金で

あり、その分、給付額もそこそこになり、それでは生計費を賄うこ

とができない。当然、多くの資産を有していても給付される。だ

から、年金はあくまでも高齢世帯の生活の下支えであり、それに

就労や資産取り崩しを交えて生計を成り立たせる、という性格を

持つ。このことを、「年金は高齢者の生活に対するブースト機能

(生活を底上げするという意味)Jと呼ぶ。

ここまでわかっていたら、「老後に2，000万円の貯蓄が必要J

とし、う話など、全く問題にはならなかったろう。

グ 封印ヤビユ
閉じ論戦が15年前に繰り広げられていた

さて最後に、政府与党は「年金だけで生活が成り立つJなどと
いう言葉を過去に発していたのかをざっと振り返っておく。

まず、 1984年、郵政省の試算では、当時は60歳定年で平均

余命からすると19年ほどの余生を送ることになるが、その簡の

出費は5，885万円、厚生年金給付額が概算で3，265万円な

ので、不足額が2，619万円となっている。定年が5歳早い分、

余命も5歳程度短いから、今と条件は同じだが、数字は今回の

金融審議会報告よりも厳しい。

この発表があったとき、当時自民党議員だった松岡満寿男氏

は、旧労働省の官僚に以下のように質問してしも。

160歳以上の方で'2，000万ぐらい要するに預金をしておきた

し、と。しかし、実際800万だとし、う。その2，000万がたまたま不足

額に、大体19年間生きるとしてなってきておるんで‘すね。そうす

ると、やはり年金だけで、やっていくとし、うのは非常に難しい。その

ために預金をしておるという現実があるのか、どうなのかよくわか

りませんけれども、少なくともそういうデータか、出ているようなんで

すが、我が国の年金のレベルというものが一体どうなんだろうかJ

(国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討

小会委員会 1984年4月25日)

続いて、2004年、件の1100年安心プラン(政府はこの名称

を公式に使用していない)J発表時を見てみよう。以下は当時

の首相、小泉純一郎氏が、老後2，000万円問題でも登場した

日本共産党議員の小池氏による質問「公的年金だけでは生き

ていけないのかJに対する答弁だ。

「公的年金だけで全部生活費を見るということとは違うと思う

んですね。大きな柱の一つになってきているとし、うのは事実であ

りますが、そのほかに日こ'ろのイ蒲えをしていかなきゃならないとい

う点もあるでしょうJ(参議院決算委員会 2004年5月31日)

対して小池氏はこんな返しをする。

「公的年金だけで生きていけないというのであれば、 100年安

心の年金制度なと‘という看板はでたらめじゃないですかj

小泉氏はさらにこう答えた。

「公的年金で、すべて生活できる人も一部にはいるでしょう。し

かし、公的年金以外に自分の蓄えているものもあるでしょう。そし

て、なおかつ生活保護制度というのもあります。いろいろな組み

合わせですj

どうだろう。このやり取りの一方の当事者で、ある小池氏は、上

記のように15年前とかわらず、今回再び、「人生100年安心J
違反と主張した。このSECTIONの官頭で小池氏の発言を引い

た箇所で、私があえて「筋金入りJと書いたのは、こうした事情が

あった力、らだ。

ちなみに一連のやりとりに対して自民党の三原じゅん子代議

士は「恥を知りなさいjとまで語っていたが・・・・・・。
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1 

脚咽
l厚生年金の適用拡大の目的は「取り立て強化」にあらず

グ 「財源 不足掛
弥縫策」との誤解

年金の将来を考えるオフ。ション試算のーっとして、「厚生年金の

適用拡大」が謡われている。これは、短時間労働者なども厚生年金

の加入対象にしていこうという施策だ。すでに2016年の改正で従

業員数が500名を超える企業においては、労働時聞が週20時間を

超える雇用者も厚生年金の適用対象となった(従来は週30時間

以上労働)。今後、さらにまだ加入できていない層をも取り込んでい

く、とLヴ想定でいくつかの試算を行ってL喝。

この試算に対しては、「年金の財源に因ったからあわてて加

入者を増やしているJという誤った批判カ昔、なされている。そもそも

CHAPTER.1で示した通り、将来の年金の所得代替率は悪化など

していない。この試算は、「より高いJ所得代替率を実現するための

ものなのだ。

もう少しましな批判として「今はこうやって年金財政を強化する方

法があるが、そのうち策も尽きる。人口の減少が収まる気配を見せな

い中で、万策尽きたときどうするのかJという話がある。一見正論に

見えるこの心配も、実は取り越し苦労に過ぎない。適用拡大カず行き

届いたのちに、まだ人口減少が続いたとしても、年金財政は健全を

保てるからだ。

この部分を詳しく説明しておこう。そうすると、年金制度にも詳しく

なるだけでなく、適用拡大カ、巨視的にどのような役割を果たすものな

のかがよくわかるはずだ。

グ 「人時負担増」
ではない

年金の財源を賄う仕組みとしては、大きく分けて積立方式と賦課

方式の2つ(その他に税方式)カずある。積立方式とは文字通り、自分

(もしくは自世代)がもらう年金を自分で積み立てておくという仕組

みだ。一見この方式は合理的lこ思われるが多々 テ・メリットカずあるた

め、多くの先進国では取り入れられていない(COLUMN①参照)。

もう一つの賦課方式とは、高齢世代に給付する年金色現役世

代が負担するというものだ。世代問での助け合い、もしくは仕送りと

呼ばれる。この方式だと、少子高齢化で高齢世代が増え、現役世代

が減ると、現役1人当たりの負担カfどんどん増えていく、と思われがち

だ。だから悲観論が止まらないわけだが、実情は少し異なる。ここを詳

しく書いておく。

社会が人口を保つためには、出生率(1人の女性か、生涯に産む

子供の数)が、2以上(COLUMN①参照)でなければならない。これ

は、夫婦とは妻と夫の2人なので、彼らが死んでも、それと同じ人口を

維持するためには、子供も2人いなければならない、とし、うことで説明

可能だろう。
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gCOLUMNO 
積立方式It実現雛易度が高い

積立方式の年金制度であれば、自分で積み立てた年金原資を自

分で使うことになるため、少子化の影響も少ないといわれる。放に、

この方式を推す識者が後を絶たない。だが、実際は以下のような問

題が生じる。

-制度開始時に高齢だった人は積み立てをしていないので年

金が受給されない。

・問機に制度開始時、熟年だった人も途中から加入となるため

低年金になる。

-積み立てた原資を40年以上にもわたって運用するためコスト

がかかる。

-パブ‘ル崩壊や金融恐慌などの影響が大きい。

・寿命が想定以上に伸びたとき、積立金が底をつき、無年金

となってしまう(高齢化にE弘、)。

加えて最近ではrOutput is centralJという考え方が浸透し、少

子化にもさほど強くないことがわかっている。少子化で現役世代が

減れば、サービス供給者も減るため、労働単価が高くなり、結果、積

み立てた年金の実質価値が低下することを指す。

そうだとすると、出生率が2を下回れば、人口は減少する。しかし、

出生率が2を上回らなければ、現役世代の負担が増え続けるという

わけではなし、。

出生率が2を割った状態でもその数字で‘安定すれば、そこから先

(正確には安定して一世代たった後)は、負担も一定に落ち着く。た

とえば、このような数字で単純化してみよう。

仮に、年間出生数が以下のように滅り続けたとする0

・第1世代 100万人

・第2世代 80万人

・第3世代 70万人

少子化には歯止めがかかっていないが、世代聞の人口比を考え

てみよう。第2世代は80万人で100万人の第1世代を養わなければ

ならなL、。これは1人で1.25人を扶養しているということだ。一方、第

2世代が引退した際には、70万人の現役が80万人を養うことにな

g COLUMN6 
人口を総鰐できる出生率=2.07

本文中にある通り、親世代(夫婦=2人)と子世代の人口を同数に

するためには、1人の女性が2人の子供を産むことが必要となる。出

生率(合計特殊出生率)は1 人の女性が1 5~49歳の間に産む子供

の数を指すが、15歳未満で早世する割合が0.07程度あるため、それ

を踏まえた数字が2.07となる。

る。こちらは、 1人で1.14人の扶養だ。人口減少は進行しているが、

負担は軽くなっているのが‘わかるだろう。

年金財政を考える場合、人口減よりも、世代間比率が問題となる

のだ。それはすなわち、出生率カf底を打てば、長期的には負担も軽

減するとし、うことになる(図表⑬)。

[図表⑬]少子化と世代伺負担

第1世代
100 

第2世代
80 

第3世代
70 

さで現実はどうだろう。日本の出生率は、2006年にすでに底打ち

し、上昇に転じてしゅ。それも2004年の年金改革特(100年安心

プラン/COLUMN①参照)に想定したペースよりもはるかに速い。

CHAPTER.1でその様子は説明した通りだ。

これで、現役世代の負担が今後もどんどん重くなる、という不安

は杷憂に過ぎないとわかっていただけただろう(年金財政を考える

上では、世代人口の他に、寿命の伸びも大きな要素だが、こちらは

SECTION.3で考える)。

g COLUMND 
100年安心プランへの該解

2004年の年金改革は、今後100年聞を想定し、年金支払いと拠

出、そして積立金の取り崩しが均衡していくモテ〕レを描いた。想定数

値が実際と異なった場合、5年ごとの見直しを行うことも盛り込んでい

る。そのため政府は公文書でr100年間これで大丈夫Jとは全く謡っ

ていない。

「年金制度は100年安心なのかとお尋ねがございましたが、政府と

いたしましでは100年安心と謡ったことはありませんJ(2009年3月

31日衆院本会議での舛添要一厚労相/当時の答弁)

では、どうして100年安心が広まったのか。2003年11月の総選挙

で当時厚労相を出していた公明党の選挙運動の中で使われたこと

がそのきっかけとされている。

r明絞り出しを
永遠に続ける必要はない

そうだとすると、問題の本質は出生率が高かった第1次・第2次ベ

ビーフーム世代の年金負担をどうしのぐか、になる。ここから先、いよ

いよ「適用拡大Jの話に近づいていく。

I CHAPTER.2 I社会の変化を受け止めるため6l下

整理しておこう。1980年以前に誕生した世代は、総じて人口が

多い。それ以降の世代とは、大きな悉離がある。彼らが年金をもらい

続ける問、現役世代は負担カfどんどん増えていく。この「過去世代j

と「現役世代Jのバランスを有利に変更するためには、まず、過去世

代で‘は年金未加入・部分加入だった人たちを、今後は年金加入・フ

ル加入の方向へと持っていくことが得策だ(図表⑭)。これを徹底す

[図表⑬]加入者数の維持

I _・
分加部

過

年金フル加入者 去
世

¥ 入口比例の加入者 百 混草
代

ることにより、今後の年金加入者は人口ほど減らないことになり、結

果、世代間人口比は緩和される。こうして年金財政が苦しい時期を

乗り切ってしまえば、その後は出生率も安定しているため、これ以上

の「加入者絞り出しJは不要となる。

要は、人口激減期をしのぐための経過措置なのだ。

グ宋納200万ば山万事業所を

新たに加入へ導く

さて、ここに年金財政的には都合のよい事実力f一つあった。

g COLUMN。
日本の年金制度

国民年金保険 庫生年金・共演年金 専雛主婦
(1号保険)自営業 (2号保険)会社員・公務員 (3号保険)2号の配偶者

日本で支払われる年金は、下記のようtこ3階建ての構造となっ

ている。

1階部分 基礎年金。広く薄く高齢者に支払われる。40年間満期

で加入すると年間79方2ρ00円(月額6万6，000円)の受給となる。

2障害部分 会社員や公務員など「雇用される人J(2号被保険者)

に受給される加算部分。

3階部分:2号被保険者のうち、職場によって任意加入されてい

る場合に加算される。企業は企業年金、公務員の場合は職域加

算と呼ばれることが多い。
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W嶋崎 I CHAPTER.2 I社会の変化を受け止めるためdl下

タ 底上げと再分配を
同時に実現

実は、過去世代には、年金未加入・途中加入・部分加入者が多い

ということだ。第1次ベビーブーム世代には、当初、自営業・農業従

事者、30名未満の中小企業勤務者が多く、彼らは年金の1階部分

(COLUMN④参照)しか加入で、きなかった。また、専業主婦は国民

年金(当時は基礎年金がなかった)への加入が任意だった。さらに

言うと、 1997年までは非正規雇用者も年金加入義務が緩く設定さ

れていた。こうしたことから、未加入・部分加入者が非常に多かった

のだ(SECTION.3参照)。

ということで、第1次ベビーブーム世代に関しては、実人口の多さ

ほど、年金債務は大きくならない構造となっている。

一方、第2次べ・ビーブ.ーム世代でもまだ抜け漏れは少なくなかっ

た。たとえば、自営業・学生・非雇用者の配偶者などで国民年金未

加入者がそれなりに存在したこと、社会保険への加入逃れをしてい

る企業が200万社以上もあったことなどがそれにあたる。彼らへの加

入を徹底すれば、それ以降の世代の年金加入者は増え、結果、人

口減少ほどに年金加入者は減らないことになり、リバランスされる。そ

こで、厚労省は年金未加入者・未加入企業の撲滅へと努力を重ね

てきた。国民年金への未加入者は図表⑮に示す通り、 1992年に

だ。2015年以降、国税庁の事業所データとの連携などで強力に推

進した結果、従来80万件(社)近くあった未加入数が、2015年・16

年の2年で20万事業所を加入に導き、2016年2月時点、でその数は

51万件(社)にまで減少。この勢いは近年も続いているという。

さらに、厚生年金の加入義務がなかった人たちへの適用拡大も

進めた。旧来ならば厚生年金への加入条件は、週30時間以上労

働もしくは年収130万円以上だ‘ったものを、2016年10月より「従業

員501名以上の企業では、週20時間以上労働・月収8万8，000円

を超えるパート労働者Jへも適用を拡大している。

こうした地道な施策により、本来なら現役世代の減少に比例して

減るはずの被保険者数を2009年以降、なんとか横ぱいで持ちこた

えさせてきたのだ(図表⑪)。

そうして次なる目標に「未納者の減少(COLUMN⑤参照)Jと
「厚生年金の適用拡大jを掲け、それが実施された場合の年金財

政の好転状況をオプション試算したのだ。

$COLUMN0 
「年金未納率4劃」の過誤

新聞などでよく騒力ずれる未納率だが、公務員や会社員などは

天引き徴収のため未納はほぼない。これは給与所得者の配偶者

である3号被保険者も同様だ。来納が可能なのは、自営業や学

生などの国民年金加入者だけである。現状では、年金被保険者

6，500万人のうち、国民年金は1，500万人弱しかいないために、

全年金加入者数から見た未納割合は、 1割程度となる。しかも、こ

のうち半数近くが学生・低所得などの「猶予・免除」者であり、悪

質な来納者は5%弱だ。さらに、この未納は年度内納付をしていな

い人を指し、その後に遅れて納付する人も一定割合いるため、純

来納率はさらに低くな

る。ちなみに、未納者

は将来、年金がもらえ

ないか減額されるた

め、当面の来納と相

殺され、年金財政へ

の影響は軽微だ。

[図表⑫]公的年金制度の被保険者数

(公的年金被保険者総数} 統計予想 ーー統計実績
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ここまでの流れがわかってもらえただろうか。旧来の年金制度に

は、来加入者・部分加入者が多くいた。それをうまく取り込めば、被

保険者の減少は緩和できる。結果、現役世代の負担は抑えられる。

こうして人口激減期をしのぎ切れば、その後は出生率も底打ちした

世代になるので、急激な負担増は起こらないのだ。

実は、厚生年金の適用拡大余地はこの他にもまだある。現状は

従業員数5名未満の個人事業は任意加入であり、生活衛生営業

事業(指定された18の販売・飲食・宿泊などのサービス事業)におい

ては従業員数5名を超えても加入義務がない。こうした事業での就

労者の生活向上を図る上でも、将来的には厚生年金への加入を

義務化されることが‘望まれる。その他、外国人留学生や最近とみに

増えているダブルワーク(=短時間労働の掛け持ち)などにも網を張

れるので、適用拡大は試算以上に伸ばせる余地がある。

一方、専業主婦(3号被保険者)についての適用拡大には注

意を要する一面もある。彼女らにはとかく、風当たりが:'591い。事業

主(夫を雇用する企業)は3号保険料の支払いに忌避感を抱き、

ジ‘ェンダーフリー論者もこうした仕組みが「女性を家庭につなぐJと
批判する。

ただ一方で、子育てブランクをはさんだ熟年女性を、高給・好待

遇で採用してくれる企業は、人材難の昨今でも簡単には見つからな

い。彼女らは、 「性別役割分担Jという過去の日本の常識により、就

労機会を逸したことは否めないだろう。

対して現在であれば、 30代で正社員雇用されている女性の場

合、出産後も継続就業できる可能性は高まっている。彼女らが40

代になる10年後くらいになって、ようやく主婦優遇策は撤廃すべき

だろう。そこを視野に入れながら帳尻を合わせるためには、 「厚生年

金の適用拡大jを行う一方で、世帯主の配偶者控除の上限年収は

上ける、という施策カfベ・ス卜ではないか。現行の税・社会保障政策は

概ねこの方向であり、的を射たものと考えられる。

[図表⑮]国民年金未加入者の減少

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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2.000 
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短時間就労者への厚生年金適用ルールから、 「従業員数501

名以上Jという企業規模要件を撤廃することで将来の所得代替

率は0，6%上昇、月収8万8，000円という賃金要件も撤廃した場

合、所得代替率は1.1%上昇するという。

それと向日寺に、従来ならば1階部分の年金しかもらえなかった短

時間就労者が2階部分までもらえるようになったことで彼らへの受

給水準の底上げも実現している。

そしてこの施策にはもう一つ、年金制度を良い方向へと変えてく

れるポイントがある。それが、所得の再分配機能の強化だ。概略と

しては、以下のような仕組みになる。厚生年金 (2号)の適用を拡

大してし、くと、国民年金(1号)加入者が減る。この少なくなった国

民年金加入者が、現状の国民年金積立金を費消していくことにな

るため、積立金から加入者1人当たりへの取り崩し余地が高まる。

結果、国民年金の受給水準が上がる。基礎年金は国民年金の受

給水準に合わせるため、こちらの受給水準も上がる。

一方、2号保険は加入者が増え、基礎年金額が上がるため、そ

の帳尻を合わせるために報酬比例部分を下げる。この誠整によ

り、年金受給額に占める基礎年金の割合は上がり、報酬比例部

分が下がる。これは、年金受給額に占める基礎年金の割合が高

い人(相対的に低年収だった人)は年金額が上振れすることにな

る。こうして、所得の再分配機能も強化されるのだ。

園
開
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出所厚労省「平成28年公的年金加入状況嗣査j

200万人近くいたのが、2014年に約9万人にまで減ってしも。社会

保険逃れをしてし喝事業所への加入の徹底は、図表⑮に示した通り

[図表⑬]未加入事業所への指導
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の内訳が「失300万円+妻200万円Jという形に変化していくこと

になる。すると、妻にも基礎年金に加えて2階部分(厚生年金)が受

給される。

この場合、世帯収入(手取り)500万円の5割が年金で受給される

ためその額は250万円となる。妻カfパートの場合の240万円と比べ

て、同じ世帯収入でも年金額か富くなる乙とカfわかるだろう。

整理すると以下のようになる。

①過去世代は、未加入者・部分加入者が多い (1940~1955

年生まれ)。

②現役世代は、妻のパート賃金が年金計算上、無視される

(1956~1990年生まれ)。

③これからの世代は、女性も正社員継続就業が増え、専業主

婦前提が崩れ、フルに2階部分がもらえるため、率は下がるが額は

上がる(1990年生まれ以降)0 

この3つを勘案すると、本当の意味での所得代替率は過去・現

在・将来で、それほど変わらない。加えて言えば、①の過去世代者(俗

にいう「逃げ切り世代J)は、彼らの親世代の年金が極めて乏しカ、っ

たとし、うことを忘れてはならない。年金制度開始時にすでに高齢もし

くは熟年期に差し掛かっていたため、俗にいう「あめだま年金J(孫に

あめを買ってやる程度の年金)しか受給されなかったのだ。介護保

険ができる以前に、そうした老親の面倒を見るという苦労もあった。

こうした生活動態まで勘案して、年金制度について考察すべき

だろう。表面数値だけで損だ、得だと被害者意識を煽るようなこと

は避けたいものだ。

以上年金をもらえている人は、全体の16目1%しかいなし、(図表⑮)。
真の所得代替率は、過去・現在・将来、ほぼ変わらない。2

[図表⑫]厚生年金+基礎年金の受給額割合
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COLUMN。
所得代省率と年金支給額

所得代替率に関して勘違いをしている人が多い。たとえば、現役

時代の平均年収が700万円であった人は、所得代替率が60%な

らば年金額は年420万円だと考えがちだが、実際は大きく異なる。

まず、所得代替率は標準月額報酬ベースで計算するため、賞与

や一時金を除いた年収をベースとする。

さらに、税金や社会保険料分も除き、可処分所得を標準月収とす

る。つまり、手取り月給に近い金額だ。

たとえば、年収700万円の内訳が、賞与150万円、税社保で50

万円とすると、残りは500万円となる。

その60%だから300万円が年金額となるが、ただし、これは「世帯

での年金額」で、モデル上は、専業主婦の配偶者の3号保険(年額

約79万円)を含んだ金額となる。すると、本人分は、220万円強とな

る(上図)。実質は、総年収の3割程度、ということがわかるだろう。

共働きが一般的になり

夫婦ともに2階部分をもらえる社会

今後は、女性活躍が進み、結婚・出産後も正社員として継続就業

できる社会になっていく。図表⑬からもわかる通り、専業主婦であるこ

とカf前提となる3号被保険者は1995年以降、約400万人も減った。

この減少は勢いを増しており、2010年以降は8年で約160万人(年

当たり20万人)滅にもなっている。対照的に、この間、女性の厚生年

金加入者は増え続けている。この流れに適用拡大が加わり、既婚女

性の厚生年金加入はし、よいよ「当たり前jのことになっていくだろう。

結果的には、既婚女性の労働時間が増えることで世帯総収入

が伸びるとも予想できるが、仮にそれが現状維持だったとしても、そ
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現役時代の平均服入

年収700万円
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今後、夫婦フルタイムで働く時代が来ると

どちらも2階部分がもらえ、年金額は増える

一方、バブル崩壊後は、世帯主の収入カI~'i府人妻がパート労働に

より家計補助するのが一般的になった。この場合の世帯収入は、

夫の年収と妻のパート賃金を足したものになるはずだ。ところが、年

金の所得代替率の計算式には妻のパート賃金は(配偶者控除の

範囲内ならばHO円Jとされる。具体的な数字で考えてみよう。

夫の年収が400万円(ボーナスや税金などを差しヲ|いた金額)、萎

のパート賃金が~1 00万円ならば、世帯収入は500万円となる。だが、

年金の所得代替率のベースは、夫の400万円のみを対象とし、この

60%を受給するとし、うことになっていた。400万円の60%なので、そ

の額は240万円となる。ただ、妻のパート賃金を含んだ実際の世帯

収入は500万円あるのだから、これをベースに真の所得代替率を算

出すると、240万円(年金)-;.-500万円で、48%にしかならないのだ。

グ
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3号保険

[図表⑬l専業主婦の国民年金(1号+3号)加入 数

加入漏れ?
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出所厚労省長期時系列デ-:$1[国民年金j

2.000 

9 1985年以前は年金に

フル加入できない人がかなり多かった

グ
が多く、2階部分(厚生年金や公務員共済など)への禾加入者が

多かった。

④1960年代は国民年金・厚生年金ともに制度が浸透せず、加

入率が今より低かった。

⑤非正規雇用者(2カ月以上の継続勤務者)の厚生年金加入

が義務付けられたのか、1999年で、それ以前は1階部分のみの加

入者が多かった。

以上を勘案すると、過去世代の多くの人の所得代替率は、モデ

ル数値よりもかなり低くなる。

1970年当時は自営業と家族専従員などの1階部分のみ加入者

か就労者の半分弱、2階部分が任意加入だった従業員数30名未満

企業での就労者が約2割にもなる(図表⑮)で、厚生年金必加入者

は総就労者の3分の1程度だ。当時年金を支払っていた年代の人が

受給者の主体となる2006年のデータでは、月20万円(年240万円)

[図表⑬]就労者の状況(単位/千人)
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出所 内閣府I労働力調査J

.30名以上企業30名宋満企業自営業+家族

年金受給水準については、所得代替率としづ指標が使われる。

この指標は、現役時代の収入に比べてどのくらいの年金をもらえる

か、を示す。

ただしその数値は、夫が会社員で、妻カf専業主婦であることを前

提とした世帯の年金総額、つまり、夫の年金に、萎の基礎年金(3

号保険)を合わせた世帯全体の年金額で計算される。当然、生涯

未婚であれば配偶者の3号保険分が入らないので率は下がる。そし

て、40年間フルに加入した想定での数値のため、未納・未加入期

聞があればやはり率は下がる。

こうした前提で算出された所得代替率が、従来は60%超だったも

のが、将来50%まで下がっていくとし、うのが今回の財政検証で示さ

れた絵図だ。単純に考えると、60%から50%への低下は2割近くも

の年金減額となる。ここからまた、世代間格差が騒カずれる。

ただ、過去世代の多くの人はそんなに甘い年金生活を送ってはい

ない。彼らは以下のような理由で、年金にr40年間フル加入」できな

かった人カf相当に多いからだ。

①専業主婦の加入義務は1986年から。それ以前は任意加入

(企業負担はなく公的負担も少ない)のため未加入者も多かっ

た。義務化前の1985年の国民年金への女性・任意加入者(ほ

ぼ専業主婦)は745万人。それが3号保険ができた1986年には

し093万人と1年で348万人も増えている。このことから、 1985年

時点で‘会社員の夫を持つ専業主婦のうち3割程度が国民年金

未加入だったと考えられる(図表⑮)。

②1985年までは30名未満の中小企業は厚生年金加入義務

がなかった(1989年まで経過措置あり)。義務化前の1985年の

厚生年金加入者は2，723万人、経過措置が終了した1990年に

は3，100万人と、この間に377万人も増えている。このことから、

1985年時点では、民間法人勤務者の1割強が厚生年金未加入

だったと考えられる。

①1960年代は自営業・農業(のちに農業年金ができる)従事者
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fJ3長く生きるなら、長く腕、長く納めるというリバランス

グ
65歳まで働くのに

年金の~~い込みは60歳まで!?

最後に、もう一つのオプション試算の柱について触れておこう。

それは、年金拠出期間を伸ばし、同時に、年金を受給開始する

年齢を後ろ倒しにする、という内容だ。こちらについての批判も多々

聞かれる。要は「いつになったら年金をもらえるんだリという類の話

だ。こうした批判の根本的な誤りは最後に回して、ひとまずその試

算がどのようなものかを見ておこう。

現在、基礎年金(1階)は60歳まで、厚生年金(2階)は70歳まで

払い込みが可能だ。

一方、年金の受給開始については、基礎年金は65歳から、厚生

年金については年齢引き上げ経過措置の最中にあり、現状では女

性は61歳、男性は63歳からの受給カf基本とされる。ただし、受給

開始は本人の希望で60~70歳まで設定でき、前倒しをすれば減

額、後ろ倒しをすれば増額となる(図表@)。

さらに、受給開始による増減額とは別に、在職中で一定以上の

収入がある人は、 「在職老齢年金Jという形で年金が減額されて

受給される。この在職老齢年金制度は、所得の再分配(収入のあ

る人からない人へ)という意図はわかるが、 一方で、閉じ年金保険

料を支払ったにもかカ、わらず、がんばって仕事を続けた人の年金

額が減らされるのはおカ、しいという批判も多かった。何より、今後

の入手不足を補うためにシニア層は貴重な労働力であるから、彼

らの就労意欲を自Ijぐような制度は見直すべきだろう。

そこで、今回のオプション試算では、在職老齢年金制度をなくし

て、就労を続け、さらに年金の拠出を続けた場合、どのような年金額

になるか、とし、う試算を行っている。

(j ::歳1O:n JJで現状水準が
維持可能

標準的な経済シナリオのもとで、保険料拠出を①基礎年金は60

[図表⑫]年金の鎚出と受給のルール(実線は現行制度、破線はオプション試算)

拠
出

受
給

基礎年金

厚生年金

基礎年金

老齢年金

歳(現行まま)、厚生年金は65歳まで続けた場合、所得代替率は

53.9%。②基礎年金も厚生年金も65歳まで拠出を続けた場合の

所得代替率は57.5%と著しい水準アップカf実現する(図表@)。

8 65歳阿働き払う」と
年金水準は相当上がる

「厚生年金を70歳まで支払~\受給開始も後ろ倒しにした場合」

や「厚生年金の拠出、年金の受給開始いずれも75歳にした場合J
などの試算もあるが、こうした数字は、「いつになったら楽ができるの

か」という批判に輸をかける可能性があるので、ここでは触れないで

おこう。

それよりも、就労・受給条件が現状と変わらないf65歳退職→

受給開始」とした場合、基礎年金・厚生年金の払い込みもここまで

延長するだけで、所得代替率は前述の通り57.5%になる。これに、

SECTION.1で書いた厚生年金の適用拡大(週20時間以上労働

在職老齢年金
(老齢写童町誠額) E -盟国・・・EEE圏・・・・i

廃止
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[図表⑫]拠出延長と所得代替率

E毘行
基礎年金

厚生年金

I CHAPTER.2 I社会の変化を受け止めるため63i日

オフ.ション効果

所得代替率 適用拡大 総代替率

l(IDE /1-1.1 51.9 

基礎年金
試算①

厚生年金
)|園 清1.1 55.0 

基礎年金
試算②

厚生年金

の人)を行うと所得代替率は58.6%だ。この痛みの少ない制度変

更で、相当、高齢者の将来は明るくなる。

さらにもう一つ試算を加えておこう。この条件で、現状の所得代

替率61.7%を維持するには、65歳10カ月まで就労し、同時に年

金保険料を支払えばよい。もしくは、就労期間を伸ばしたくない人

は、65歳11カ月まで年金受給開始を後ろ倒しするのでもよい。退

職後、失業給付が1年程度出る人が多いので、この選択肢もある

だろう。

要は、65歳まで保険料の拠出期間を伸ばすだけで、年金の将

来は格段に明るく変わるのだ。

グ 年金財政を川ンスさせる

「当たり前の方法j

ここで根本的な問題に立ち返ることにしよう。

そもそもなぜ、少子高齢化が賦課方式にダメージを与えるかっそれ

は「年金を拠出する人と、年金を受け取る人のバランスが崩れるこ

とJ;li問題なのだ。そうだとすれば、人為的にそれをリバランスすれば

し、い。それは、出生率の回復という「神の導きJ以外にも、政策的に

いくらでも実現可能だ。方法は3つ0

・年金を払い込む期間を今よりも伸ばす。

・年金をもらい始める年齢を後ろ倒しする0

・年金制度のカバー範囲を広げる。

こうした法律改正による制度変更で、現役.高齢世代比などいくら

でもリバランスがで‘きる。寿命が伸び、産業構造が変わるたびに、そ

れをfrえばよい。

現在は60歳で基礎年金の拠出は終了するが、これを雇用延長さ

れた65歳まで伸ばす。こうすることで年金保険料を支払う現役世代

は増加する。賦課方式は、こうして調整するのがよい。さらに将来的

には68~70歳まで雇用を延長していく。少子高齢化のために社会

は人手不足だ。だから、こうして新たに生まれる前期高齢者世代の

労働を、企業は歓迎するだろう。結果、現役:高齢世代比率は人為

的に変えていける。

オプション試算はこうした 「当たり前の一手Jを示唆している

のだ。

2 

1-1.1 

「もらいすぎ」は寿命が伸びたのに

リバランスしないから起きた

58.6 

もともと、 1960年の国民年金制度開始時点、で1ムそもそも65

歳男性の平均余命は11年あまりだった。それが現在では18年

にも伸7.fた。結果、年金の受給期間は11年から18年に伸び、

[現役世代の負担増」が起きた。ならば、 18年という受給期間

を短縮し、また、40年という拠出期簡を伸ばすのが合理的帰結

といえよう。

こうしたごく当たり前のことに対して、 「政府の設計ミスだHいつ

になったら年金がもらえるんだHかつての人はf専をしているJとしヴ

批判の声があがる。そして、そちらを正論としてとらえるから、いつまで

たっても年金問題は解決しないのだろう。

年金制度開始から昨今までの一部世代は、確かにf11年のは

ずが18年ももらえてjしかも「拠出も少なくJ得をした。それは事実

かもしれない。ただ、それは一部世代が得をしただけの話で、今後

は少子化も底打ちし、寿命の延伸も鈍くなる。つまり、これからの世

代と今を比べた場合、年金は成熟期を迎えて、より公平感が増し

ていくはずだ。そうした中では、「寿命が伸びたら、その分長く働き、

長く年金を拠出するjというバランス法が当然の選択肢になってい

くだろう。いつまでも、 一部世代と比較して、 「私は援をしている。だ

からこの制度を壊せjというのは、やめにしよう。

結局、考えられないほどの少子高齢化が進展したことが政策的

ミスよりも大きな問題だ。ただ、長生きできるようになったことに文

句を言う人はいないだろう。ならば、その対価を支払うべき。それが

「長く働き、長く納めるjことなのだ(とはいえ、オフ。ション試算で示

自愛されているのは、今と同等に働き、納める期間だけ働き相応に伸

ばすだけで、ょいということだカず)。

少子高齢化の中で、やるべきことは2つ。

一つは、これを止めること。

もう一つは少子高齢化を受け止め、適正な社会フオーメーション

を敷くこと。その一環として、誰もが長く働き、長く納める。こうやっ

て、社会は生産力ダウンを免れ、個人は年金不足にならないように

する。適用拡大と拠出延長は、まさに、少子高齢化への社会フォー

メーションlこ他ならない。
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I CHAPTER.3 I多事争論年金制度は、何が問題なのですか?

MMTと81が年金を救う
~ 経済アナリスト、濁協大学経済学部教授/森永卓郎氏

グ 即刻入院が必要な年金制度

75歳までの就労も不可欠

5年lこ1度行われる財政検証は、年金の健康診断とも呼

ばれるが、今回の結果は、即刻入院が必要なほどひどいもの

だった。

将来の見通しは、6ケース示されたが、国民年金法で定めら

れた所得代替率50%以上が将来的に確保できたのは、 「経

済成長と労働参加が進むケースjの3ケースだけだった。

現在の所得代替率は61.7%だが、今後はそれが下がって

いき、最も楽観的な3ケースでも50%ギリギリになる。つまり、

現行よりも年金給付が2割弱減少するということだ。

しかし、問題はそれだけにとどまらない。「労働参加カf進む」と

いうのは、その分働き続けるということだ。前提となっている65

歳から69歳の労働力率を見ると、男性の場合、現状の56.5%

が'2040年に71.6%と、 15.1ポイン卜高まる想定になってい

る。女性は、現状の35%から54.1%へと19.1ポイントも上がる

のだ。つまり、男性の7割以上、女性の過半数が、69歳まで働き

続けない限り、年金制度は維持できないということだ。

さらに恐ろしいのは、男性の70歳から75歳の労働力率も、

49.1%にまで高まると見込んでいることだ。男性の約半数は

75歳まで働かなければならなし、。現在の男性の健康寿命は、

72歳だ。この想定だと、悠々自適の期聞がなくなるだけでな

く、介護施設から働きに出ないといけない想定になっているの

だ。こんなありえない想定を置いて、「年金制度が維持できる」

というのは、詐欺に近い。年金の支給開始年齢を実質的に遅

らせることによって年金制度の破綻を防ぐというやり方は、も

はや完全に限界を迎えたといえるだろう。今すぐ公的年金制

度の抜本的な見直しが求められているのだ。

rl山の余地あり
社会保険の企業賃担率

それでは、具体的にどうしたらよいのか。所得代替率50%を

変えないとすれば、方法は2つしかない。現役世代の負担を引

き上げるか、財政資金を投入するかだ。

ただ、 日本では個人が支払う社会保険料は、厚生年金、健

康保険、介護保険、雇用保険などの社会保険全体で年収の

15%に達しており、負担は限界に来てし唱。現に厚生年金保

険料率は、2017年で、頭打ちになっている。そこで参考になる

のが、スウェーテ・ンだ。スウェーデ‘ンでは、個人の社会保険料

負担は収入の7%だが、企業負担は28.6%(一般賃金税を

含めると33%)になっている。つまりスウエーテ‘ンの社会保険

料は、個人負担が日本の半分で、企業負担は2倍なのだ。そ

の意味で、社会保険料の企業負担率を引き上げる余地は、ま

だ大きいといえるのだが、そうした意見は、日本では全く出てい

ない。

年金破綻を防ぐもう一つの方法は、財政資金の投入だが、

その財源として消費税の引き上げを挙げる論者が多いが、消

費税を引き上げたら、消費が落ちるので、これも経済破綻の原

因になる。私は、赤字国債を発行して、それを日銀が買い取り、

通貨発行益を活用して年金を支えるのが一番望ましいと考え

ているが、そうした方法も含めて今すぐ対策を考えるべきだ。年

金制度は、すぐさま手術が必要な健康状態だからだ。

グ 野間守化が
与党を利した

2019年7月の参議院選挙は、自民・公明が改選過半数

の63議席を超える71議席を獲得し、与党の完全勝利に終

わった。

野党の敗因は、わかりやすい。消費税に関しては、与党か.

10月からの引き上げを主張したのに対して、野党は税率を

8%に据え置くとしたのだ。

しかし、国民の関心は高まらなかった。その理由は、野党の

政策が中途半端だったからだ。消費税率を凍結しても、何も

改善しない。国民生活を改善するなら、税率は引き下げなけれ

ばならない。だから私は野党議員に会うたびに引き下げを提案

したが、彼らは頑なだった。野党が保守化してしまったのだ。

ところが町、れいわ新選組(以下「れいわJ)だけは、思い切っ

た政策を並べた。消費税廃止、奨学金チャラ、最低賃金を

税投入でに500円などだ。これに必要な財源は、消費税20
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兆円、奨学金1兆円、最低賃金8兆円と、29兆円に達するが、そ

れは法人税に累進制を導入するなど、大企業・富裕層への課税

強化で賄うとしづ。

が組

る
選
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相
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第ρゲ
さらに、れいわは、物価上昇率が2%に達するまでは、 1人当た

り月額3万円を給付するとして、その財源を国債発行に求めた。

この政策の当否については後段でじっくり話すことにする。ここ

では、れいわが、 MMT(後述)に基づいたベーシックインカム(81)

の導入を明言した、日本で初めての政党だと書くにとどめる。

れいわ新選組の人気は圧倒的だった。 2019年4月に発足し

たばかりの政治団体が、4億円もの寄付金を集め、街頭演説で

は、既存政党を凌駕する聴衆を集めた。れいわは比例で2議席を

獲得し、政党要件も余裕でクリアした。今後はメテーイアに登場す

る機会が増えるので、次の衆議院選挙で台風の目になる可能性

が高い。また、他党の国会議員の中にも、れいわの政策に共感

する議員はそれなりに存在するから、鞍替え議員が出る可能性も

ある。さらに今回落選した山本太郎代表は、次期衆議院選出馬

を明言している。

今後の日本の政治は、与野党、そしてれいわ新選組の三極体

制に移ってし、くのではないか。

グ 国債買い入れの限界はω
経済学が直面した最大の課題

参議院選挙で躍進を果たしたれいわが、日本の政党として初

めてMMTと81の導入を明言したことを、メディアはほとんど伝え

ていない。

MMT(現代金融理論)は、高率のインフレになるまでの財政

赤字を許容する。赤字国債を中央銀行が買い取ってしまえば、そ

の時点で事実上借金が消えるからだ。経済学ではそれを通貨発

行益と呼ぶ。しかし、通貨発行益の活用は、やりすぎると、2つの

問題が発生する。インフレと国債金利の上昇だ。そこで、MMTは

「高率のインフレになるまでjという歯止めを用意している。

ここで、第2次安倍政権の6年間で、何が起きたのかを振り返

ろう。日銀の国債保有は、 353兆円増えた。1年当たり59兆円

だ。その結果、消費者物価上昇率は2011年の0%から18年の

0.8%まで上昇した。確かに物価は上昇したが、上昇幅は思いの

ほか小さかった。一方国償金利は0.8%からマイナス0.2%へと、

むしろ下がっている。

このことをどう評価するかが、経済学カf直面する最大の課題

だ。私は、6年間のこの経験を下敷きにすれば、年間59兆円程

度の国債買い入れでは、高率のインフレにならないと考えられ

る。となると、毎年59兆円程度の通貨発行益を日本政府は継

続的に手にすることができるのだ。

一方、 1人月額3万円の81を給付するのに必要な財源は、 46

兆円であり、通貨発行益だけで十分に賄える水準だ。もし、この

81を実施すれば、深刻な格差問題も、老後の不安も、かなりの

部分が解消できる。さらに、これまで世界で行われた81の社会実

験の結果によると、 81は勤労意欲を阻害しないばかりか、よりク

リエイティブ、な職業選択を促進することがわかっている。そのこと

は、日本経済の長期的成長にも大きく貢献するだろう。

今日本の経済社会に求められているのは、 MMTと81の本格

導入としづ人類初の大変革に挑むことではないだろうか。

z・・・・・・・・・・・~Mt得7lJJ~c.~・・・・・・・・・匡
1957年生まれ。東京大学

経済学部卒業。日本専売

公社、経済企画庁、 UFJ総

合研究所などを経て現職。

著書『年収300万円時代を

生き抜く経済学J(光文社)、

f年収崩壊J(角川SSC新

書)、『なぜ日本だけが成長できないのかJ(角川新書)。

I CHAPTER.3 I多事争論 年金制度は、何が問題なのですか?

概ね良い方向だが、基礎年金の悪化に対処すべき
膏 慶麿 義塾大学経済学部教 授/駒村康平氏

グ 年金財政は要経過観察

問題は基礎年金にあり

今回の財政検証の結果は以前と比べて、 大きく変わっていない

というのが私の印象です。出生率と就業率が想定よりも伸びたこ

とで、今回は給付水準の調整を行うマクロ経済スライト.の適用カf

終了した後の所得代替率が前回のケースよりも改善しています。

良いことだと思いますが、年金財政が盤石になったわけでもありま

せん。要経過観察といったところでしょう。

経過観察を行うにあたり、何より問題にすべきは、基礎年金の

給付水準の悪化をどう食い止めるか、だと思います。

その給付水準は、厚生年金と比べた場合、今回の財政検証で、

マクロ経済スライドの適用期聞がどのくらいに設定されているかを

見れば一目瞭然です。

2004年の設定はどちらも閉じ期間で(当時の名称は財政計算)、

2004年からの19年間でスライドの適用は終了、給付水準の調整

が完了するとされていました。ところが2014年の財政検証では厚生

年金のそれが3~6年に短縮したのに対して、基礎年金は29~30

年に拡大しました。さらに今回は厚生年金力ず0~6年、基礎年金は

27-28年になっており、その差はどんどん拡大しています。

グ 基礎年金財同化は
低所得層に痛みをもたらす

マクロ経済スライドによる調整が長引くのは、国民年金の財政

が悪化している証左です(なお、国民年金とは加入形態であり、基

礎年金とは国民年金加入者カず受け取る共通の年金をいいます)。

原因は2つあります。

一つは、国民年金が定額負担・定額給付であるのに対し、厚生

年金は報酬比例負担・負担比例給付であることです。報酬比例年

金である厚生年金は、保険料も給付も長期的には賃金、物価の

変化を反映しますので、財政負担を吸収できますが、国民年金は

賃金、物価の変化に脆弱です。特に、2000年から2002年にかけ

ての3年聞は物価が下落し、本来ならば年金給付額も減らさなけ

ればならなかったにもかかわらず、当時の政府が特例錯置を発して

それを取り止めたことにより、物価変動に対する給付額の調整が

適切になされなかったため、財政が悪化してしまいました。

厚生年金と国民年金、それらの財政均衡を別々に確保する必

要があるのですが、財政状況か‘悪い国民年金が財政均衡するた

めには、長期のマクロ経済スライドの適用が必須という事態とな

り、基礎年金の給付水準が悪化することになりました。

また給付水準を引き下げるために2004年に導入されたマクロ

経済スライドが、テsフレの影響で十分に発動されなかったことも、基

礎年金の給付水準を高止まりさせてレまったので、将来の給付水

準引き下げ‘の圧力が強まることになりました。

基礎年金の低下は自営業者や非正規労働者、あるいは低賃

金労働者のように、基礎年金のみ、あるいは、年金に占める基礎

年金の比重が大きい低所得膚ほど深刻な影響を被ります。

実際、今回のケースEにおける賃金水準別の所得代替率の予

測では、低所得者ほど低下の割合が大きくなります。具体的には、

低所得者(月額賃金22万円)の場合は98.1%から76.4%に下落し

ます。98.1%を100とすると76.4%は約78になるので、22%低下

することになります。これに対し、平均的な所得者(同43.9万円)は

61.7%から50.8%に下がるので、同じように変化率を取ると、 18%

の低下になります。一方、高所得者(同76.8万円)の場合は46.1%

が39.4%に下がりますので、 14%しか低下しないことになる。つま

り、今の状態を放置したまま、マクロ経済スライドを発動させると、低

所得者の年金水準が逆進的に引き下げられてしまうのです。

i図表⑫]厚生年金(基礎年金を含む}の月額階級別受給者の割合 (%)

. 5万円未満 10万-15万円未満 25万-25万円未済 .30万円以上

5万-10万円未満 い 15万-20万円未満 . 25万-30万円未満

0.1 
2.2 .2.7 

出所:厚生労働省「事業年報J(2017年)

[図表⑮]年金・思給の受給世帯で、それらが所得に占める喜IJ合別の比率(%)

. 年金・恩給のみ . 60~80%宋満 .20~40%未満

80-100%未満 40~60%未満 . 20%未満

出所:厚生労働省「国民生活基礎調査J(2018年)
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2適用拡大は大いに実行内
拠出期間の5年延長も賛成

この状況を改善するには、今回の財政検証が示したオフ.ション

試算がまず有効でしょう。

企業規模要件や労働時間要件を外し、非正規労働者にも厚生

年金の適用を広げる案は私も大賛成で、大いにやるべきです。月

収5万8，000円以上のすべての雇用者に適用拡大すれば、雇用

者の9割強が報酬比例の厚生年金に加入することになり、基礎年

金のみの人は一部の自営業者に限られるようになります。

こうした改善策は、事業主、つまり企業にとっては負担増になり

反対意見も多いでしょうから、 人件費の上昇を自社の製品やサービ

スの価格に転嫁させるような支援が必要で‘しょう。

オプション試算にある、基礎年金の保険料拠出期間の上限を

現在の40年(20~60歳)から45年(20~65歳)まで延長させる

案も重要です。

1961年に国民年金が創設されたとき、その拠出期間を何年に

設定するかとし、うことに関して、45年、40年、 35年と、政府の中で

議論が沸騰しました。もろもろの試算を行った結果、真ん中を取っ

て40年に決まったわけで、すが、支給開始年齢は最初から65歳に

設定されました。60歳まで保険料を支払い、それから5年がたった

65歳になって、初めて支給が始まる。保険料の納付終了と年金

支給開始の間に、こうした盲腸のようなすき聞があるのはおかしな

ことで、諸外国でも類例はありません。

制度開始から半世紀以上が経ち、国民の寿命もどんどん伸びて

います。この奇妙なすき聞を埋めるという意味でも、40年から45年

へと移行させ、基礎年金の充実を図るべきで・しよう。

グ 厚生年金が基礎年金を支援する

特別会計を設ける方法も

基礎年金の給付水準を改善するには、このオフ。ション試算で示

されたこと以外に、財政調整の仕組みを設けるという方法がありま

す。基礎年金の給付水準を下支えするために、特別会計を設ける

23 HRmics vol.34 

のです。そこで、厚生年金と基礎年金のマクロ経済スライドの適用

期聞が同時に終わるよう、厚生年金から基礎年金の財政支援を

行うのです。同じような仕組みが公務員を対象とした共済年金の

問で設けられており、そこからヒントを得たアイデアです。

ただし、結備な裏技で実行はひどく難しいでしょう。ますそうした

措置にどんな正当性があるのか、政府が国民にきちんと説明しな

ければなりません。またこれにより年金財政の仕組みがより一層複

雑になるから止めた方がいい、という批判も起こりえます。国民年

金と厚生年金を一元化すべきという意見も出るかもしれません。

グ 抜本和は実行可能性の

問題が常につきまとう

現在、基礎年金の半分が国庫負担です。連合はこの割合をもっ

と増やすべきだと主張しています。税財源の導入水準は、低所得高

齢者の増加によって、その位置づけが改めて問題になっている生

活保護制度への影響も考慮して考えるべきですが、まずは、高所得

の高齢者にはク口ーパックとし、って、国庫負担分の支給を停止(つ

まり半額にする)するなど、それなりの負担を求める方が先でしょう。

公的負担の強化とし、う意味では、基礎年金部分を完全税方式

にするという意見もありますが、机上の空論ではないでしょうか。過

去数十年にわたり、保険料を支払ってきた人の場合、その保険料

の扱いはどうするので、しよう。今とは全く異なる仕組みになるので、

完全移行には一世代、つまり40年以上かかります。そこまでして

実行する甲斐があるプランとは到底思えません。

ここまでお話しした通り、基礎年金から厚生年金への適用拡大

と基礎年金の財政改

義という2つの施策を

しっかり行い、併せて企

業側が、定年延長など、

長い期間{動ける仕組み

づくりをきちんとf子えば、

日本の年金はかなり良

い方向に変わると思い

ます。

2 司同CIII面白司

1964年生まれ。慶藤義塾

大学大学院経済学研究科

博士課程単位取得退学。

国立社会保障・人口問題研

究所研究員、東洋大学経済

学部教授などを経て、2007

年4月より現職。著書『日本

の年金J(岩波新警)、 『年金はどうなる一一家族と雇用

が変わる時代J(岩波書庖)。

I CHAPTER.3 I多事争論年金制度は、何が問題なのですか?

低年金者の所得代替率低下をどうするか
膏 法 政 大 学 経 済 学 部 教授/ 小黒一正氏

グ 将来、生活が苦しい
低年金者が増える可能性が高い

今回の財政検証の内容は、前回とそう大きく変わるものではあり

ませんでした。

財政検証では前回から、今後の経済成長率を複数想定し、その

シナリオごとの年金水準を試算する方式を取っています。今回は高

成長・低成長シナリオが3つずつ示されました。政府はどのシナリオが

標準ケースかを明示してし、ませんが、このうち、上から3番目のケース

皿(実質経済成長率0.4%、将来の所得代替率が50.8%)が、マス

コミなどでは標準ケースとして議論されることが多いと思います。

これに対し、過去30年の経済実績に基づき、人口の増減や賃

金上昇率といった財政検証に使われた指標を使って、今後50年

間のうち35年以上における、それぞれのケースの実現可能性を試

算したところ、高成長前提のケースIとEは実現が0%、標準シナリ

オのケース田が19.1%という結果になりました。この田にNを含める

と38.8%、さらにVを含めると99.3%になり、このレンジに収まる可

能性が高いことがわかりました(図表⑮)。

ケース皿では50.8%だった所得代替率がケースNでは46目5%、

Vは44.5%にまで下がるとされています。現在は61.7%ですから、

NやVだと約3割もの減額になります。

しかも、この所得代替率の計算においてモデルとなっているのは

[図表⑮12029年度以降のTFP(全要素生産性)の上昇率予想(%)

ケースI

2029年度以降のTFP上昇率(:;1) 1.3 

過去30年間の実績分布のうち、
17 TFP上昇率が#の値以上になる割合

29年度以降の50年間のうち35年以上にわたって 。
TFP上昇率が#の値以上に主る確率

かなり年金額が高い世帯です。具体的には、夫婦で6万5，000円

ずつの基礎年金と、夫の厚生年金9万円、言十22万円を毎月、給付

される家庭をモデルにしています。 1人当たりにならすと、年金は年

額約130万円にもなっています。

ところが、厚生労働省「年金制度基礎調査J(2017年)による

と、年間120万円未満(月額10万円未満)の年金しか受け取れな

い高齢者は46.3%、同84万円未満(月額7万円未満)の高齢者が

27.8%もいます。こうした方々の年金の給付水準が将来3割も減っ

てしまったら、生活が立ち行かなくなる可能性が高いでしょう。

グ 国民年金と厚生年金を一元化し

1号保険者の年金減額を抑える

所得代替率の低下を防ぐにはどうしたらよいか、3つお話ししま

しよう。

一つは単純なことで、受給開始年齢を65歳から70歳に、さらに

は75歳に後ろ倒しすることです。65歳からもらい始める場合の給

付額を100とします。これを70歳にすると、 142となり約4割増えま

す。また、70歳からもらい始める場合の給付額を100とすると、75

歳の受給開始時の額はさらに142になるので、マクロ経済スライド

発動によって低下する給付滅をカバーできます。

2つ自は、高収入を維持する高齢就労者への年金給付額を減ら

し、その分を低年金の高齢者に回す施策です。嘗める人が貧しき

人を助け、皆で、支え合っていくのです。

最後は実行カ、難しい問題ですが、国民年金と厚生年金の財政

を統合し、一体化させてしまうというものです。

国民年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の財政は現在のと

ころ、分離して運営されており、マク日経済スライドの適用も、まず国

民年金で行い、その結果を厚生年金の財政に反映させ調整した上

で、厚生年金にもマクロ経済スライドを適用するという2段階方式

で行われています。

その結果、国民年金の給付カット比率(マクロ経済スライドがか

ケスE ケースm ケースN ケースV ケース羽

1.1 0.9 0.8 0.6 0.3 

40 63 67 83 100 

。 19.1 38.8 99.3 100 

実質経済成長率(29年度以降20-30年) 0 . 8~1 .1 0.6~ 0.8 0.3~0 .6 0.1-0.3 -0.2~0.1 -0.6~-0.4 

出所厚生労働省の資料をもとに小黒氏作成
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口口

かる割合)と、厚生年金のカット比率が大きく異なってきます。

たとえば、ケースEにおいて、2047年時点では、国民年金(1階

部分)のカット率は約28%であるのに対して、厚生年金(2階部分)

のそれは約3%と、大きなギャップが生まれています。

これは、厚生年金に比べて国民年金の財政基盤が脆弱で、納

付額に対する給付額のギャッフ.が多くなっており、そこにマクロ経済

スライドが適用されると減少幅が大きくなるためです。これを放置し

ておくと、国民年金しか受給していない低年金者の生活は一層厳

しくなるでしょう。

そこで、国民年金と厚生年金を財政的に統合してしまえばい

い、とし、うのが私のアイデアです。その効果をケース皿におけるバ

ランスシート(財源と給付の内訳)から試算すると、全体の給付カッ

ト率は約8.3%で落ち着きます。

グ その実現にあたっては
ハードルがいくつも存在

ただ、統合は口で言うほど簡単ではありません。実態は厚生年

金による国民年金の吸収という形を取るわけですが、厚生年金の

保険料は労使折半ですから、新たな負担増を嫌う事業主を説得し

なければならないでしょう。

国民年金と厚生年金の制度の違いも壁になるで、しょう。国民

年金は保険料が定額(1万6.410円)、 一方の厚生年金は報酬

比例です。由民年金は総じて低所得者=低年金者が多く、彼ら

が厚生年金に入ってくると、保険料が安くなる。現在の国民年金

の定額保険料よりも低い保険料を支払っただけで、棚から牡丹餅

のように、現在と同額の保険料を支払う人と閉じ額の年金を受給

できるようになってしまうのです。不公平だと文句を言う厚生年金

被保険者が出てくるかもしれません。

厚生年金は報酬額によって納める保険料が変わってきます。そ

の報酬をしっかり捕捉しなければならないのですが、捕捉されるの

は嫌だ、という自営業者がいるかもしれません。その場合はマイナ

ンバーを駆使し、所得や資産の正確な把握につとめ、それをもと

に公平な負担を課す必要があるで‘しよう。

政府は厚生年金の適用拡大を進めていますが、それは国民年

金と厚生年金の統合に向けた第一歩だともいえます。大いに進め

るべきだと私も思うのですが、その実現にあたっては、先ほど挙げ

た、保険料が片方';J:定額、片方，;J:報酬比例という両者の遣いが

最後に立ちはだかります。スウエーテ・ンは基本的に公的年金を報

酬比例に一本化した上で最低保障年金額を決め、足りない部分

は公費で補境する方式を取っており、参考になります。
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それに対して、前提となる数字が甘い、という批判が識者からよ

く出されます。その場合、何と比べて甘いのか、というのが大きな問

題です。

たとえば、今回のf2029年度以降の長期の経済前提Jにお

けるケースEを例に取ると、物価上昇率1.2%、実質賃金上昇率

1.1 %、運用利回りのスプレッド(賃金上昇率と運用利回りの差)

カ，r1.7%となっています。これに対して、あるメディアは、物価上昇

率と実質賃金上昇率を足して(1.2+1.1)、名目運用賃金上昇率

を2.3%と置き、さらにスプレッド1.7%も加えて4.0%という数字を

出し、これが、 f2029年度以降の年金の積立金の名目運用利回

りJとして想定されている、と解説します。そして、「運用想定が甘

いJと批判します。

近年の運用手IJ回りは3%に満たないのに4.0%を想定するのは

甘すぎる。そのメディアは、このように説くのです。ここ数年の長期

金利はなんとマイナスなのですから、4.0%はいかにも高く見えるか

もしれません。

ところが、この主張は決定的な間違いを犯しています。直近の

短期的な現実の運用利回りや長期金利と、少なくとも10年後以

降にそうなるかもしれない長期的な利回りという、本来、比較しても

ナンセンスな数字を比較するとし、う初歩的な誤りを犯しているので

す。また、年金財政に影響するのは基本的に運用利回りの対賃

金上昇率スプレッド(%の差)です。名目運用利回りの水準ではあ

りません。[甘いjという判断を支える根拠などないのです。

エコノミストあるいは経済メディアは、長期の視点を持つことを

普段はあまり求められません。長くても10年先でしょう。ところが年

金の世界において、 10年というのは短期なのです。長期の観点か

らの思考は、容易なことではありません。短期の現実を見る自で、

20年後、30年後を見れば間違いが起きやすいのです。

E圃圃圃圃圃圃-~笥宰回噌E劃

1974年生まれ。京都大学理

学部卒業後、一橋大学大学
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入省。財務省財務総合政策

研究所主任研究官、一橋大

学経済研究所准教綬などを

経て現職。著書『アベノミクスでも消費税は25%を超える』

(PHP研究所)、f財政危機の深層J(NHK出版新書)。

「年金は世につれ人につれJが正しい
膏 大妻女子大学短期大学部教授/玉木伸介氏

d 積立方式は

変化に対応できない

日本の公的年金制度は、現役世代が政府に保険料を支払い、

政府がそれをもとに、その時点、の高齢者に対し、概ね、本人の現役

目寺の保険料支払い実績に応じた金額を給付する、という仕組みで

成り立っています。その場合、寿命の伸びゃ人口にれらが現役世

代と高齢者の比率を決めるので、保険料と給付額に影響します)、

物価や国民所得などの変化に応じ、給付金額はもちろん、受給開

始時期や給付水準の決め方とL、った制度の内容を変化させてし、く

必要があります。

これを賦課方式といいますが、中には、各世代が自分で払った

保険料を政府において積み立てておき、その中からその世代の年

グ 経済の根本は変附ける

必要なのは広角打法

I CHAPTER.3 I多事争論 年金制度は、何が問題なのですか?

[図表⑮]日本の実質経済成長率の維移
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金を支払う積立方式の方がよい、と主張する識者もいます。

私はその意見には与しません。積立方式にすれば、各世代は、

現役時代に自分で積み立てたお金を老後になったら受け取るの

だから世代聞の不公平がなくていい、という意見が聞かれますが、

予想外に寿命が伸びた場合には、すでに高齢になっている世代

は給付額を減らさないと途中でお金がなくなります。経済が発展し

て若者が豊かになっても、高齢者は普の貯蓄からしか給付がなさ

れませんから、世代間の貧富の差が広がります。社会や経済の変

化に柔軟に対応することができないのです。

賦課方式の制度を持続可能にすべく、世の中の変化の材料を

集めて検討するのが、5年に1度行われる「財政検証Jです。日本

経済の将来を見据えた長期的な姿、具体的には10年後以降の

20-30年間のそれを考察するわけです。

賦課方式の制度は、変化し続けます。これに対して、財政検証

のような数字合わせはやめて、 100年安心となる年金制度をいち

から作りましょう、という主張があります。そういう心理は理解できな

いでもありません。

しかし、私はそれも無理だと思っています。なぜなら、人口動態

も経済の姿も、変わるからです。たとえば、1980年代のアメリカ

の長期金利は10%を超えていましたし、 60-70年代の日本の実

質経済成長率の平均は今の中国並みの一桁台後半、出生率も

2.0前後でした。これらはたった30-50年前のことで・す。今後の

数十年、 100年で何が起きるか、全くわかりません。

南海トラフ巨大地震と首都直下地震が相次いで日本を襲い、

最貧困に陥るかもしれませんし、日本列島近くの海底で「燃える

氷Jと呼ばれるメタンハイ卜、レートが大量に採掘できるようになって、
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出所:内閣府f由民経清計算j

日本が北海油田を持つノルウェーのような資源大国になるかもし

れません。

世の中の変化は止まらないのですから、財政検証の結果を「甘

いjだとか、 f(都合の悪いことを隠す)大本営発表だJなどと否定し

ても意味がありません。実際、今回の財政検証は今後の労働力の

見通しを加味し、過去30年程度の金要素生産性(TFP)上昇率

の範囲で、将来の日本経済の姿を描いたもので、大きな幸運など

想定していません。どこから球が飛んできても打ってみせるという気

概の[広角打法Jを心がけ、5年ごとに過去を振り返り、また次を見

通す、という試みを地道に繰り返していくしかないでしょう。 f年金は

世の中と一緒に変わっていくものJr変わるからこそ安心jというイ

メージを国民が共有することが大切です。

今回の財政検証でも、受給開始可能期間について、今までは

70歳だった上限を75歳まで延ばす案が示されました。「年金は

逃げ水だ。死ぬまで働かせるつもりかJという反対意見があります

が、私は遣うと思います。平均寿命が伸び、それに従って健康寿

命も伸び、その一方で、少子化が進んでいるという変化に、われ

われは対応しないといけません。むしろ75歳まで、年金をもらわず

に働く高齢者が増えるのは、人生の最終局面で多くの年金給付

を受ける本人はもちろん、経済の底上げになるという点で、社会

全体、日本という固にとっても喜ばしいことだと思います。

1956年生まれ。東京大学

経済学部卒業後、日本銀行

入行。考査局、企画局、ワシ

ントン事務所などを経て、情

報サービス局広報課長。総

合研究開発機構(NIRA)、

預金保険機構、 年金積立

金管理運用 (GPIF)に出向。2011年4月より現職。

著書『年金2008年問題J(日本経済新聞社)。
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グ
年金が政争の具とされた

15年間

年金行政は2004年の大改革以降、とんでもないほどに締余

曲折があった。以下は、権丈善一・慶鷹義塾大学教獲の『ちょっ

と気になるネ士会保障 増補版J(勤草書房)から引いてみた。

rr年金がこのままではボロボロになって、年を取ってももらえな

くなるという語りかけは、非常に政権交代に貢献してくれたJ。
これは、2013年4月7日の新聞にあった鳩山由紀夫元首相

の言葉です。年金を政争の具とした政治家たちによるこの種の

発言はし、くつもあります。

r(現行制度は)間違いなく破綻して、5年以内にまた替えなけ

ればならないJ(枝野幸男元官房長官、2004年4月)。

「国民年金制度は壊れているJ(岡回克也元副総理、05

年4月)。

岡田さんは、この発言から7年ほど経った2012年5月には、

当時の社会保障・税一体改革担当相として国会で「年金制

度破綻とし、うのは私もそれに近いことをかつて申し上げたこと

があり、それは大変申し訳なしづと詫びていますが、そんなこと、

彼が「国民年金は壊れているjと堂々と言っていた頃に普通

の人が分かるはずがありませんよね。閉じ頃、民主党の野田総

理は、「現行制度が破綻している、あるいは将来破綻するとい

うことはないJ(2012年4月)と国会で答弁しています。この10

年、年金まわりの政治は無茶苦茶でした。そして当時、つまり

政争の具としての年金への不信が広まっていた時、そのムード

にのって政治家たちと一緒になって年金不信を煽っては抜本

改革を売り歩いていた研究者たちの話も疑ってかかってもらう

必要もあるかと思います』

グ 棚おし叫た改革案が

今ようやく実行される回り道

とりわけ、2009年からの3年間、年金行政は無駄足を踏まさ

れることになる。

当時すでに、現状の年金制度だと、デフレ下ではマクロ経

済スライドによる給付水準の調整が十分に行われず、結果、

l図表⑫)10年以上前に始まった年金改革の流れ

2009年2月 2013年8月

民主党政継での
回り道
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想定ほど所得代替率が下がらなし、という問題が顕著になって

いた。CHAPTER.1では、「給付が減らないのは良いことだJと

書いたが、実のところ、ここは慎重に考えるべきだ。現在のよう

に受給者が多い時期に、しっかりと所得代替率を調整しない

と、その分、積立金の費消ペースも早まり、将来の年金給付

水準が下がることになるからだ。

2009年の財政検証時、すでにこの間題で討議がなされ、

大まかな方向性として、今回のオプション試算にあるような内容

(厚生年金の適用拡大、年金保険料の払い込み期間の延

長、在職老齢年金の見直し)やマクロ経済スライド‘のルール見

直しが議論されていた。そう、10年前、やるべきことは見えてい

たのだ(図表@)。

ただ、同年、政権についた民主党はマニフェストにのっとり「今

までの年金制度を廃止して、税方式の最低保障年金(1階部

分)と、一元化した報酬比例年金(2階部分)を作るjなどという

実現不可能な話を本気で主張し、正道から外れていく。もちろ

ん、財源的にも過去との連続性必から見でもありえないことであ

り、そのことに民主党政権もやがて気づいたのだろう。「新しい

年金制度jの旗こそ下ろしはしなかったが、首相が菅直人氏、野

田佳彦氏に移る中で、当時、野党だった自民・公明を巻き込み

社会保障と税の一体改革について議論を始め、2012年末に

は2代目の社会保障制度改革国民会議(先代は「社会保障国

民会議J)を百集。その直後、政権は自民・公明に戻った。

こうした流れの中で、社会保障制度改革由民会議が2013

年に8月にまとめた報告書に、「マクロ経済スライド.のルール見

直し、厚生年金の適用拡大や年金保険料の払い込み期間の

延長、弾力的な受給のあり方とそうした方向性と一体として在

職老齢年金の検討jという方針が再度、しっかり明記される。

まさに、一周巡って元の道、だ。その様子を当時厚労省で年

金局数理課長だった山崎信彦氏は、「落ち着いて議論できる

ような環境になってきたjと評している。3年にもわたる口スタイ

ムはまさしく、高い授業料といえただろう。

※基礎年金を全額無料化するために必要な財源規模は、「現在きちんと支払って

いる人の分12兆円H来払い・来加入の人の分6兆円Jで18兆円となる。これ

だけで消費税7%分にもなる。しかし、事はそれで済まない。現在払っている人と

来払いの人が同じ給付では納得性がないからだ。この問題の解決には、現在

払っている人に上乗せ総付が必要となる。その額が11兆円。合計29兆円、消

費税換算で12%分だ。実現性I~皆無といえるだろう。

2013年12月 2014年6月
マクロ経済
スライドの見直し

彼用者保険の

適用鉱大

保険料拠出

期間と受給開始

年齢の選択制

1 2008問il!l自社会保障国民会舗にお同 | 
「公的年金制度に関する定鐘的主シミュレーションS古来t-.
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2 それでも争点、となり続ける

し、くつかのポイント

ただ、それでも、いくつかの争点は、形を変えて再萱場している

(図表⑧)。

特集の中で何人かの識者が語った「国民年金と厚生年金の一

元化J論や両者の積立金を混ぜて財政調整する案などがそれにあ

たるだろう。この点について、 HRmics編集部の意見を述べておく。

確かに、国民年金の給付水準を上げるために厚生年金との一元

化や積立金の一体化なと、が過去にも議題に上った。ただここに踏

み込むと、議論の収拾がつかなくなる。

たとえば、第1号被保険者(国民年金)は今でも自営業者が多くを

占める。彼らは事業用の資産を持ち、そして、加齢とともに緩やかに

仕事から退いていく。雇用終了でリタイアとなる被用者(給与所得

者)主体の厚生年金とは異なる。一元化に取り組むとなれば、そうし

た遣いについての議論かー巻き起こるだろう。また、国民年金に厚生

年金のような報酬比例の2階部分を設けるとしたら、自営業者の所

得の捕捉は難しいし、この部分は新たに事業者負担が必要になる。

傍らでは2階部分を国庫負担増にならないよう財務省が脱みを利か

せるだろう。
tすんtすんごうごう

だから、喧々嵩々で議論は進まなくなる。それがまず第一の

問題。

2つ呂には、一元化する・しないに関係なく、いずれにしてもやり遂

けなければならない問題があるということ。

まず、第1号被保険者には自営業者以外に、被用者が4割も占

めている。労働時間が短いことや、賃金が少ないことなどで、会社に

雇われているのに厚生年金に入れない人が多数いるのだ。彼らに

は2階部分にあたる厚生年金カf支払われず基礎年金のみだ。厚生

年金には所得再分配が組み込まれているので、所得の低い人たち

が厚生年金に入ることで、彼らの高齢期の防貧機能を高める。基

礎年金しかない現状のままで、その給付水準が一元化でわずかに

上がったとしても、何の解決にもならないだろう。

[図表⑫l雑音退治に手間取り、政策に集中できなかった悪夢の時代
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昨今また
息を吹き返す!

同様に、基礎年金の給付水準を上げ、ていくには、被保険者期間

の延長も避けて通れない問題だ。CHAPTER.2のSECTION.3で

示した通り、その効果は絶大だ。ただし、それには、企業や国庫の負

担も年数が伸びる分大きくなる。財源の議論から逃げたい人たちを

説得していくことに時間とパワーがかかる。

仮に一元化できたとしても、こうした「やらねばならない重要課

題jが残る。ならば、そちらを優先し、パワーを集中すべき。だから、ま

ずは、厚生年金の適用拡大と払い込み期間の延長を先決し、その

後、一元化についても議論する、という形でかつて決着した。r2段
階論」としてそれは社会保障制度改革国民会議の2013年8月の

例の報告書に以下の文言で、盛り込まれている。

年金制度については、どのような制度体系を目指そう

とも必要となる課題の解決を進め、将来の制度体系に

ついては引き続き議論するという三段階のアプローチを

採ることが必要である。

一元化の重要性もわかるが、ここはひとまず棚上げすべきでは

ないだろうか。

グ
気を付けねはならない

支給開始と受給開始の違い

次は、うっかりすると誤解してしまうポイン卜について書いておき

たい。

2019年の年金財政の検証では、 「受給開始可能期間を75歳ま

で伸ばすJとL、うオプション試算もなされていた。ここで気を付けたい

のが「支給開始年齢Jと「受給開始時期Jの違いだ。一部識者にも

この点のi昆「甫があるようだ。

支給開始年齢とは、年金制度の設計上、満額の年金が受給でき

る標準年齢のことをいう。一方、受給開始時期とは、実際に年金を

もらい始める年齢のことをいう。これは本人の希望で選べるように幅

偽 r留;
将来の

高齢貧困者の

醸成

改革すべき

事柄

を持たせてある。その幅が、受給開始可能期間だ。日本の場合は、

受給開始可能期間を60歳から70歳までとし、前倒しすると年金額

は減り、後ろ倒しすると増える。

今、議論されているのは、受給開始可能期間を75歳まで伸ばす、

という話だ。年金財政的に見ると、後ろ倒しで年金をもらえる期聞が

短くなりはするが、その分、毎年の年金給付額が増えるので、差はな

い。だから、これは「年金財政の穴埋め」という話とは全く関係のない

ことだ(図表⑧)。

[図表⑧]支給開始年齢、受給開始可能期間、給付水準

+40% 

-40% 

60歳 65歳 70歳

L一一一一受給開始可能期間一一一一」

200 

給
付

1002  

※給付水準は概算数値

もし本当に、年金財政が危ないなら、基準となる点=支給開始

年齢を後ろ倒しにするだろうが、そんな議論は全くしていない。なぜな

ら、CHAPTER.1で書いた通り、日本の年金制度には、マクロ経済

スライド調整が組み込まれているからだ。寿命が伸びたり、少子化が

元進したりでバランスが崩れた場合、新しく受け取る人とすでに受け

取っている人たち双方の給付が下がることで自動的に誠整される。

そうではなくて、現状でも70歳を超えて働く人も少なくないのだか

ら、受給開始可能期間を広げようというのが、オフ。ション試算の意

図するところだ。

グ
受給開始を70歳にすると

毎月3万円の黒字に!

三たび書かせてもらうが、受給開始時期の繰り下げと被保険

者期間の延長は、年金給付水準の向上に絶大な効果を持つ、

ということが.今回の検証のオフ.ション試算からはわかる。以下、

CHAPTER.2のSECTION.3で示したオフ。ション試算を再掲し

ておく。

基礎年金の被保険者期間を65歳まで延長し、この年齢まで厚

生・国民年金ともに保険料を支払った場合、所得代替率は標準シ

ナリオの想定50.8%から57.5%へとアップする。これだけで、老後

の暮らしはかなり明るくなるのがわかるだろう。

さらに、受給開始時期を1年繰り下げることにより給付水準は

只只日
I CHAPTER.4 I年金15年戦争の講和条件

7%(所得代替率ベースでは約4%)ず、つアッフ。してし、く。現在の

所得代替率61.7%は、基礎・厚生年金の払い込みを65歳まで続

けた上で、受給開始を65歳10カ月まで繰り下げれば、その維持

が可能となる(オプション試算フ.ランB)01年足らずの繰り下げで

事足りるのだ。こんな種明かしをされると、今までの大騒ぎは何だっ

たのかという気持ちになる。

ちなみに、現在20歳の人が、このプランBを選択した場合、今より

も平鈎寿命が伸びるため、総受給期間は現在の高齢者より3年伸

びるという。

また、従来通り年金の払い込みを60歳で終えたとしても、受給開

始時期を66歳9カ月まで後ろ倒しにすることで、現状61.7%の所得

代替率を維持できる。70歳まで後ろ倒しにすれば、所得代替率は

71%と現状よりも大幅に上がる。この仮定だと、「標準的な夫婦世

帯で毎月5万円赤字になるjといわれた年金生活が、むしろ3万円の

黒字になるとしヴ。

グ
「悠々自適な期聞がなくなる」は

健康寿命と勤労に関する誤解

給付水準の向上のために、受給開始時期の繰り下げは、こと

ほど左様に効果的だ。ならば、そのために何をするかが次の大きな

テーマとなるだろう。そこで現在、WPPという言葉が注目され始め

ている。

WPPとはrWorklonger (長く働く)、Privatepensions (私的

年金)、Publicpensions (公的年金)Jの略だ。繰り下げて年金

給付水準を上げるために、長く働く、もしくは、私的な年金制度を活

用するとし、うことだ。

長く働くことに関しては、現在でも健康寿命は72歳で、健康で

気ままに過ごせる時聞が短くなるとし、う側面も確かにあるだろう。た

だ、編集部としては以下2点、異なる考えを述べておきたい。

まず、余命と寿命の関係と問機に、健康寿命とは若年時から疾

病を患う人たちも含めてならした数字であり、65歳時点、で、健康な

人が72歳になると身体的ダメージを負うという話ではない。

そして、2点目はこの健康寿命の伸びだ。2001~2016年の

15年間で男性の健康寿命は2.74歳伸び、同期間の平均寿命の

伸び(2.91歳)に近い数字となっている。つまり、寿命の伸びは、ほ

ぼ、健康な期間の伸長によるものだ。ならば、その分、長く働くのは

道理にかなう話だと考えている。

グ 千金は先発完投型から
投型に

もう一つの私的年金に関しでも、アプローチはいくつかある。

自前で養老保険などに入るのも、その一つの選択肢だ。企業年

金があるのなら、それをつなぎに使うという手もある。現状では、

俗にr3階部分Jと呼ばれるように、年金制度は上に積み上げる

ものと考えがちだが、これを時間差で前に持ってくるのだ。そう、

年金制度は先発完投型から、セットアッパー(中継ぎ)→ストッ
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パー(抑え)の継投型にチ工ンジする、という意識改革が重要

だ(図表@)。

「老後2，000万円J問題の発端となった金融審議会の報

告書(CHAPTER.1SECTION.2参照)では、生活費用の不

足分5万円を補うためにNISA(非課税の少額投資)の拡充が

謡われていたが、それよりも、大切なのはwppの方だろう。

グ 在職老齢斡仰と
適用拡大をバーターで実行

ここからは、今後数年の年金改革(在職老齢年金の廃止、

厚生年金の適用拡大、被保険者期間の延長)についてパース

ペクトを書いておこう。

まず、在総老齢年金制度の廃止は、働き続けていても年金を

満額もらえるようにするものだから、他の改革と異なり給付が増

える。この点で反対は少ない。

ただこれは、働ける(=恵まれた)高齢者への偏った強者優遇

ともいえる。当然、バランスを取ることか.重要になる。そこで厚生

年金の適用拡大の出番だ。こちらは、厚生年金に移行する人た

ちの給付水準の向上だけでなく、基礎年金そのものの底上げ

にもつなが.り、いずれも広く一般カf喜ぶ。だから、セットでの実施

を唱え、適用拡大を推し進める原動力とする。

ちなみに、適用拡大では国民年金加入(同時に国民健康保

険加入)者が厚生年金に移行することで、国保加入者も企業

の健康保険へと移る。その分、国庫の負担は軽減される。そのた

め、国庫を司る財務省はこの施策に前向きで援軍を得やすい。

残るは被保険者期間の延長だが、こちらは、延長した分、

基礎年金の国庫負担が増える。その額30年後に現在価格

で1兆円強。そこで、被保険者期間の延長と並行しながら、そ

の財源として、消費税の増税を視野に入れる流れを作り、合

意を取ることが必要になるだろう。消費税が10%に上カfって

一息ついた直後だから、なかなかこの話は実を結びにくい。か

つて国庫負担を3分の1から2分の1に上げるのに、年金法

改正から5年かかった。財源となる消費税率がアップしたの

は、さらにその5年後だった。今回も、それくらいの時聞がかか

{図表⑧]:年金制度11先発完往型から継鐙型へ

ると考えるのが妥当だろう。

2エコ活動に熱心な企業が

年金での企業負担を忌避する違和感

さて最後に、HRmicsの読者に聞いたい。

年金制度を維持・拡充させるための上記のような改革プロセ

スの中で、国民、園、そして企業の負担増は避けられない。ところ

が企業の負担増に対しては、財界から後ろ向きの発言がなされ

る。「これ以上負担が増えるならば、圏外への空洞化がさらに進

むjといった話も出がちだ。

本当にそんなことができるのか。

世界で勝負しているハイテク産業とて、日本という大きな園

内市場での儲けなしに、海外企業と渡り合うことなどできない

だろう。日本以外の先進国での優秀な人材の獲得は、非常に

華華しい。日本のエクセレントカンパニーとて欧米に出れば、東

軍の一企業に過ぎないのだから。

ならば、企業は国民生活の明日に資する負担を進んで受け

持つべきではないか。

年金の負担増にナーパスな企業が、一方でSDGsには前向

きで、エコ活動の推進運動をしていたりするのを見ると、いささか

鼻白む思いがしがちな昨今である。

〈現在の年金イメージ〉 {今後の年金イメージ〉

私的年金

厚生年金

基礎年金

65歳 死亡

私
的
年
金

プ

厚生年金

基礎年金

65歳 私的年金でつなぎ、公的年金の 死亡
:受給開始を繰り下げる
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SOMPOひまわり生命保険
「ひまわりラウンジ~サンテリエ--Jのその後

東京は西新宿にあるオフィスピルの

10階。室内に細長い扉が9つ並ぶ。小

さな窓を覗くと、大きな背もたれのリクラ

イニンク‘チェアカf目に入った。人が座っ

ている気配がした。

ここは、SOMPOひまわり生命保険が

2019年3月に開設した「ひまわりラウン

ジ~サンテリ工~J (以下、サンテリエ)

である。社員の健康増進を図るととも

に、仕事の生産性も向上させるための

スペースだ。1フロアぷち抜きで、広さは

268坪あり、先の9室に加え、食事をした

り、仕事をしたり、あるいは打ち合わせが

できる席が計340もある。朝9時から夕

方6時まで利用が可能だ。

ここの最大の売りが冒頭のスペース

で、9名が個室に分かれ、仮眠をとるこ

とが、で・きる。

睡眠不足が心身に悪影響を及ぼす

とし、う睡眠負債とし、う考え方が広まり、

シエスタ(昼寝)制度を設ける企業が増

えているが、こうした専用スペースまで

設ける企業は珍しい。

部屋lま2タイプあり、 1つはリクライニ

ングチェアのみが置かれた3室で、深い

眠りに入ることも可能だ。残る6室には

デースクトップPCと机、精子が置かれ、ネッ

トカフェのようだ。机に突っ伏せば眠る

ことも可能だが、他人に邪魔されず、仕

事に集中したいときに使われる。どちら

も内部の壁は真っ黒で、CAVE(洞蔵)

と名付けられている。

予約制で、 1回に90分間、 利用でき
わか&

る。経営企画部主任の山梨稚菜氏が

話す。「月曜、金曜は多忙のためか、利

用者が少なく、週の真ん中が人気です。

利用者は、多い日で20数名といったと

ころです。帰宅するほどではないけれど、

身体を休めたい、という女性が多い。男

性の場合、CAVE以外の席でも突っ伏

して限っている人が結構いますj

サンテリヱは昼時になると、社員食堂

に早変わりする。ビルの構造上、火を使

えないので認理場はないが、外で調理

された健康志向のおかずやご飯が並べ

られる。「サンテリエの構想は経営企画

部と人財開発部が共同で練り、企画・

運営も担当しています。社員の健康増

進のため、人財開発部が中

心となり、野菜を多めにしても

らったり、白米を五穀米に変

えてもらったり、外部業者と

のメニュー改定の打ち合わ

せを月2回行っています」

ある人は昼寝を楽しみ、

ある人はランチに舌鼓を打

つ。自販機もあり、飲み物も

買える。黙々と仕事をするこ

とも、仲間と打ち合わせをす

ることもできる。椅子はバラ

ンスボール仕様のものからソ

ファ、ファミレスタイフ.のボッ

クス席まで、色も形も多種多
サ ドは別名fホットコーナーJだけに

様だ。テープ)レとセットになっ

た、立ちながら会議ができる席もある。

一番人気があるのがファミレス席で、

予約制になっている。さらには血圧計も

あって血圧が測定でき、健康に関する

籍やビジネス害が置かれたコーナー

もある。近々、ヨガ教室なども開設する

予定だ。

そもそもの始まりは2016年。SOMPO

ひまわり生命保険は、中期経営計画で

「健康応援企業をめざすJと宣言した。

お客機である被保険者の健康をサポー

卜する商品を提供していこうと舵を切るな

か、商品を企画し、勧める社員が不健康

では説得力に欠けてしまう。社員一人ひ

とりが健康的に働ける会社づくりを、中

言十の大きな+主として盛り込んだのだ。

健康経営の具体策、 第1弾は、心拍

数や睡眠状況を測定できる腕時計型

デバイスの配布、第2弾はウォーキンク

と温泉、健康的な食事がセットになっ

た保養地での宿泊プログラムの実施、

第3弾は社内禁煙の徹底、そして第4

5単として形となったのが「サンテリエjな

のだ。それまでの会議室フロアの壁を、

すべて取り払って作られた。「閉鎖的な

会議室がオープンなものに変わり、打ち

合わせの様子がじかに見えるようになっ

て、会議の時短にも繋がった。部署も

所属も関係なく社員が閉じフロアに集う

ことで、意外な出会いも生まれているよ

うですJ
この取材が、当のサンテリエで行わ

れた。社員が入れ代わり立ち代わり訪

れ、この空聞が十分に活用されている

という実感を持った。 自宅や職場とは違

う、居心地のよい場所をサードプレイス

という。幸か不幸か、この辺りは高層ビ

ル街で、一人仕事や打ち合わせが気軽

にできるようなカフェも数少ない。そうし

たなか、このサンテリエはまさに 「職場

内サードプレイスJになっているのでは

ないだろうか。

f1可より嬉しかったのは、アンケートを

行ったところ、社員から抜群の評価が得

られたことです。{動き方が変わり、仕事

の効率が改善したという声も届いてい

ます。仕事モードから離れた懇親の場と

してもイ受われるようになっており、自販

機にアルコール飲料を導入してほしい、

という声も上がっています。どうしたもの

か、思案しているところですJ
最近は営業庖所属の社員が本社で

打ち合わせをした後、 ここで仕事をする

姿も多く見かけるようになった。山梨氏

が力を込める。「サンテリ工を気兼ねなく

使えるのは、本社勤務の1，500名に過

ぎません。次は、 ここで得た知見やノウ

ハウを全国130か所の営業庖に広げ

ていきたいJ
サンテリエとは健康を意味するフラ

ンス語の「サンテJと、「繋ぐJを意味する

「リエJを合体させた造語だという。この

サンテリエを各支庖にうまく「繋Jげてい

くことができるか、手腕力f間われる。

~ … 


